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資料編

１ 関係機関の連絡窓口

(1) 指定行政機関等

その他の連絡方法名称 担当部署 所在地 電話 ＦＡＸ

内閣府 大臣官房 千代田区永田町1-6-1 （０３）３５８１ （０３）３５８１

企画調整課 －３５１３ －４８３９

国家公安委員 連絡先は警察庁と 千代田区霞が関2-1-2 （０３）３５８１ （０３）３５８１

会 同様 －０１４１ －０７４４

警察庁 警備局 千代田区霞が関2-1-2 （０３）３５８１ （０３）３５８１

警備企画課 －０１４１ －０７４４

防衛庁 運用局 新宿区市谷本村町5-1 （０３）３２６８ （０３）５２２５

運用課 －３１１１ －３０２２

防衛施設庁 総務部 新宿区市谷本村町5-1 （０３）３２６８ （０３）５２２７

総務課企画室 －３１１１ －２２２４

金融庁 総務企画局 千代田区霞が関3-1-1 （０３）３５０６ （０３）３５０６

政策課 －６４３３ －６０１１

総務省 大臣官房 千代田区霞が関2-1-2 （０３）５２５３ （０３）５２５３ 中央防災無線電

総務課 －５０８９ －５０９３ 話：４８２１

消防庁 国民保護・防災部 千代田区霞が関2-1-2 （０３）５２５３ （０３）５２５３

防災課国民保護室 －７５５０ －７５４３

法務省 大臣官房 秘書課 千代田区霞が関1-1-1 （０３）３５８０ （０３）３５９２

政策評価企画室 －４１６０ －７００９

公安調査庁 総務部 千代田区霞が関1-1-1 （０３）３５９２ （０３）３５９２

総務課 －２６３８ －６６０５

外務省 大臣官房総務課 千代田区霞が関2-2-1 （０３）５５０１ （０３）５５０１

危機管理調整室 ー８０５９ －８０５７

財務省 大臣官房総合政策 千代田区霞が関3-1-1 （０３）３５８１ （０３）５２５１

課 企画官室 －７９３４ －２１６３

国税庁 長官官房 千代田区霞が関3-1-1 （０３）３５８１ （０３）３５９３

総務課 －４１６１ －０４０１

文部科学省 大臣官房 千代田区丸の内2-5-1 （０３）６７３４ （０３）６７３４ 中央防災無線電

文教施設企画部 －２２９０ －３６９０ 話：６４１２

施設企画課防災推 中央防災無線Ｆ

進室 ＡＸ：６４４１

危機管理WAN電

話：４４１１３

危機管理ＷＡＮＦ

ＡＸ：４４９０２
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その他の連絡方法名称 担当部署 所在地 電話 ＦＡＸ

文化庁 連絡先は文部科学 千代田区丸の内2-5-1 （０３）６７３４ （０３）６７３４ 中央防災無線電

省と同様 －２２９０ －３６９０ 話：６４１２

中央防災無線Ｆ

ＡＸ：６４４１

危機管理WAN電

話：４４１１３

危機管理ＷＡＮＦ

ＡＸ：４４９０２

厚生労働省 社会・援護局 千代田区霞が関1-2-2 （０３）３５９５ （０３）３５０３

総務課 －２６１２ －３０９９

農林水産省 総合食料局 千代田区霞が関1-2-1 （０３）３５０２ （０３）３５９１

食料企画課 －７９４２ －１６４８

林野庁 連絡先は農林水産 千代田区霞が関1-2-1 （０３）３５０１ （０３）３５９１

省と同様 －３８８４ －１６４８

水産庁 連絡先は農林水産 千代田区霞が関1-2-1 （０３）３５０１ （０３）３５９１

省と同様 －３８８４ －１６４８

経済産業省 連絡先は原子力安 千代田区霞が関1-3-1 （０３）３５０１ （０３）３５０１

全・保安院と同様 －１６３７ －１１６７

資源エネルギ 総合政策課 千代田区霞が関1-3-1 （０３）３５０１

ー庁 －１５１１

中小企業庁 長官官房 千代田区霞が関1-3-1 （０３）３５０１

官房参事官室 －１５１１

原子力・保安院 企画調整課 千代田区霞が関1-3-1 （０３）３５０１ （０３）３５０１

－１６３７ －１１６７

国土交通省 危機管理室 千代田区霞が関2-1-3 （０３）５２５３ （０３）５２５３

－８８８８ －８８９１

国土地理院 総務部 茨城県つくば市北郷1 （０２９）８６４ （０２９）８６４

総務課 －４１４８ －１８０７

気象庁 総務部 千代田区大手町1-3-4 （０３）３２１１ （０３）３２０１

総務課 －３０１４ －０６８２

海上保安庁 総務部 千代田区霞が関2-1-3 （０３）３５９１ （０３）３５８０

国際・危機管理官 －９８２２ －８７７８

環境省 大臣官房総務課 千代田区霞が関1-2-2 （０３）３５８０ （０３）３５８０

－１３７４ －２５１７
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(2) 国の関係出先機関（指定地方行政機関・自衛隊等）

その他の連絡方法名称 担当部署 所在地 電話 ＦＡＸ

九州管区警察 広域調整部 福岡市博多区東公園７番７ （０９２） ６２２ （０９２）６４１ ―

局 広域調整第二課 号 －５０００ －８３１４

（内５５１５）

福岡防衛施設 総務部総務課 福岡市博多区博多駅東 2- （０９２）４８３ （０９２）４７４ ―

局 10－7（福岡第2合同庁舎） －８８１１ －３６８５

九州総合通信 総務課 熊本市二の丸1-4 （０９６）３２６ （０９６）３５６ ―

局 熊本合同庁舎２号館 －７８０３ －３５２３

九州財務局 総務部総務課 熊本市二の丸１番２号 （０９６）３５３ （０９６）３２４ 直通 （０９６）

－６３５１ －０９２６ ３５３－５３９７

福岡財務支局 総務課 福岡市博多区博多駅東 2- （０９２）４１１ （０９２）４７７ ―

11-1（福岡合同庁舎） －７２８１ －２２５５

門司税関 総務部総務課総 北九州市門司区西海岸1-3 （０９３）３３２ （０９３）３３２ ―

務第一係 -10(門司港港合同庁舎内) －８３０６ －５３３６

原子力事務所 研究開発局 千代田区丸の内2-5-1 （０３）５２５３ （０３）６７３４ ―

開発企画課 －４１１１ －４１３０

立地地域対策室 （内４４２２）

九州厚生局 総務課 福岡市博多区博多駅東2-1 （０９２）４７２ （０９２）４７４ ―

0-7(福岡第２合同庁舎２階) －２３６１ －２２４４

福岡労働局 総務課 福岡市博多区博多駅東 2- （０９２）４１１- （０９２）４７３ ―

11-1(福岡合同庁舎) ４８６１ －０７３６

九州農政局 企画調整室 熊本県熊本市二の丸1-2(熊 （０９６）３５３ （０９６）３１１ ―

本合同庁舎) －７３５５ －５２８０

九州森林管理 企画調整室 熊本県熊本市京町本丁2-7 （０９６）３２８ （０９６）３２８ ―

局 －３５１１ －３５４３

九州経済産業 総務企画部総務 福岡市博多区博多駅東 2- （０９２）４８２ （０９２）４８２ ―

局 課 11-1(福岡第１合同庁舎) －５４０６ －５９６０

九州産業保安 管理課 福岡市博多区博多駅東 2- （０９２）４８２ （０９２）４７１ ―

監督部 11-1(福岡第１合同庁舎８階) －５９２３ －７４９６

九州地方整備 企画部 福岡市博多区博多駅東 2- （０９２）４７６ （０９２）４７６ ―

局 防災課 10-7 －３５４４ －３４６７

九州運輸局 交通環境部 福岡市博多区博多駅東 2- （０９２）４７６ （０９２）４７６ ―

情報・防災課 10-7 －２３３５ －２３１６

大阪航空局 総務部 大阪府大阪市中央区大手 （０６）６９４９ （０６）６９４５ ―

航空保安対策課 前4-1-76 －６２１１ －８４６０

福岡航空交通管 福岡市東区大字奈多字小 （０９２）６０７ （０９２）６０７ ―

制部 総務課 瀬抜1302-17 －７１１１ －０４７４

福岡管区気象 総務部 福岡市中央区大濠1-2-36 （０９２）７２５ （０９２）７２５ ―

台 総務課 －３６０１ －６４０８

第七管区海上 総務部総務課 北九州市門司区西海岸1-3 （０９３）３２１ （０９３）３２１ ―

保安本部 -10 －６０３８ －６０３８
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部隊等の長及び窓口 区分 所在地 電話 内線 当直内線

西部方面総監 陸上自衛隊 熊本県東町１－１－１ （０９６）３６８

防衛部 －５１１１

第４師団 陸上自衛隊 春日市大和町５－１２ （０９２）５９１

第３部 －１０２０

佐世保地方総監 海上自衛隊 佐世保市平瀬町無番地 （０９５６）２３ ３２２５ ３２２２

第３幕僚室 －７１１１

西部航空方面隊司令官 航空自衛隊 春日市市原町３－１－１ （０９２）５８１ ２３３４ ２８５０

防衛部 －４０３１

(3) 関係指定公共機関

所管 名称 担当部署 所在地 電話 ＦＡＸ そ の 他 の

省庁 連絡方法

独立行政法人海上 企画部企画 東京都三鷹市新川6-38- （０４２２）４１ （０４２２）４１国土交

技術安全研究所 課 1 －３００７ －３２４７通省

独立行政法人海上 総務部総務 横浜市西区みなとみらい （０４５）２２４ （０４５）２２４国土交

災害防止センター 課 3-3-1三菱重工横浜ビル －４３１１ －４３１２通省

独立行政法人建築 企画部企画 茨城県つくば市立原１番 （０２９）８７９ （０２９）８６４ (090)4390-国土交

研究所 調査課 地 －０６３２ －２９８９ 4567通省

独立行政法人原子 防災支援部 港区虎ノ門３丁目17-1 （０３）４５１１ （０３）４５１１経済産

力安全基盤機構 計画ｸﾞﾙｰﾌﾟ －１６０２ －１６９８業省

独立行政法人港湾 企画管理部 神奈川県横須賀市長瀬3 （０４６）８４４ （０４６）８４４国土交

空港技術研究所 企画課 -1-1 －５０４０ －５０７２通省

独立行政法人国立 本部総務部 目黒区東が丘2-5-21 （０３）５７１２ （０３）５７１２厚生労

病院機構 総務課 －５０５０ －５０８１働省

独立行政法人産業 企画本部 千代田区霞が関1-3-1 （０３）５５０１ （０３）５５０１経済産

技術総合研究所 －０８３０ －０８５５業省

独立行政法人消防 ①研究統括 東京都三鷹市中原3-14- 代表(０４２２)総務省

研究所 官 1 ４４－８３３１

②事務局長 ①（０４２２） ①（０４２２）

４４－８３４５ ４４－８４４０

②（０４２２） ②（０４２２）

４４－８３４０ ７６－１５４５

独立行政法人情報 セキュリティ 文京区本駒込 2-28-8 （０３）５９７８ （０３）５９７８経済産

処理推進機構 センター －７５０８ －７５１８業省

独立行政法人情報 総合企画部 小金井市貫井北町4-2-1 （０４２）３２７ （０４２）３２７総務省

通信研究機構 企画戦略室 －７４５７ －７４５８

独立行政法人森林 総務部総務 茨城県つくば市松の里１ （０２８）８７３ （０２８）８７３農林水

総合研究所 課 －２８１２ －３７９６産省
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所管 名称 担当部署 所在地 電話 ＦＡＸ その他の

省庁 連絡方法

独立行政法人水産 総務部総務 横浜市西区みなとみらい （０４５）２２７ （０４５）２２７農林水

総合研究センター 課 2-3-3 ｸｲｰﾝｽﾞﾀﾜｰB 15Ｆ －２６００ －２７００産省

独立行政法人土木 企画部研究 茨城県つくば市南原1-6 （０２９）８７９ （０２９）８７９国土交

研究所 企画課 －６７５１ －６７５２通省

独立行政法人農業 企画調整部 茨城県つくば市観音台2- （０２９）８３８ （０２９）８３８ 中央防災農林水

工学研究所 防災研究調 1-6 －８１９３ －７６０９ 無線電話産省

整官 ：７９４２

同ＦＡＸ

：７９４３

独立行政法人農業 総合企画調 茨城県つくば市観音台3- （０２９）８３８ （０２９）８３８農林水

・生物系特定産業 整部企画調 1-1 －７６９９ －８５２５産省

技術研究機構 整室

独立行政法人放射 研究振興局 千代田区丸の内2-5-1 （０３）６７３４ （０３）６７３４文部科

線医学総合研究所 基礎基盤研 －４１１５ －４１２１学省

究課

独立行政法人北海 企画室 札幌市豊平区平岸１条3- （０１１）８４１ （０１１）８２４国土交

道開発土木研究所 1-34 －１６３６ －１２２６通省

独立行政法人水資 総務部総務 埼玉県さいたま市中央区 （０４８）６００ （０４８）６００国土交

源機構 課 新都心11-2 －６５１１ －６５１０通省

日本銀行 決済機構局 中央区日本橋本石町2-1 （０３）３２７７ （０３）３５４８金融庁

業務継続計 -1 －３５４６ －２３１７

画担当

日本赤十字社 救護 ・福祉 港区芝大門1-1-3 （０３）３４３７ （０３）３４３５厚生労

部 救護課 －７０８４ －８５０９働省

日本放送協会 報道局 渋谷区神南2-2-1 （０３）５４５５ （０３）３４６５総務省

気象・災害 －３４０９ －１９３６

センター

日本郵政公社 本社ＣＳＲ室 千代田区霞が関1-3-2 （０３）３５０４ （０３）３５０６総務省

－４６２４ －６７３２

日本道路公団 西日本会社 大阪府大阪市北区堂島１ （０６）６３４４ （０６）６３４４国土交

移行本部 -6-20堂島アバンザ －７１４９ －７１８６通省

管理事業部

事業統括チ

ーム

独立行政法人日本 研究開発局 千代田区丸の内2-5-1 （０３）６７３４ （０３）６７３４文部科

原子力研究開発機 原子力研究 －４１６６ －４１６７学省

構 開発課

九州旅客鉄道株式 総務部総務 福岡市博多区博多駅前3 （０９２）４７４ （０９２）４７４国土交

会社 課 -25-21 －２５０１ －９７４５通省
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日本貨物鉄道株式 千代田区飯田橋3-13-1 （０３）３２３９ （０３）３２３９国土交 総合企画本

会社 －９１２１ －９１２３通省 部経営企画

部企画・経営

計画グループ

日本電信電話株式 第二部門 千代田区大手町2-3-1 （０３）５２０５ （０３）３２７２総務省

会社 災害対策室 逓信ビル７Ｆ －５２２６ ー９０３９

西日本電信電話株 大阪府大阪市中央区馬 （０６）４７９３ （０６）４７９４総務省 基盤ｻｰﾋﾞｽ部

式会社 災害対策室 場町3-15 －７７４１ －３８６１

九州電力株式会社 総務部 福岡市中央区渡辺通2-1 （０９２）７２６ （０９２）７１１経済産

総務・地域 -82 －１５９１ －０３５７業省

共生ｸﾞﾙｰﾌﾟ

西部瓦斯株式会社 総務広報部 福岡市博多区千代1-17- （０９２）６３３ （０９２）６３３経済産

1 －２２３９ －２２７７業省

オーシャン東九フェ 代表取締役 東京都中央区築地2-11- （０３）５１４８ （０３）５１４８国土交

リー株式会社 9 －０１０９ －０１２９通省

株式会社名門大洋 取締役営業 大阪市西区江戸堀1-9-6 （０６）６４４９ （０６）６４４９国土交

フェリー 統括部長 －７１５５ －５１５５通省

阪九フェリー株式会 常務取締役 北九州市門司区新門司 （０９３）４８１ （０９３）４８３国土交

社 北1-1 －６５８１ －１２００通省

ジェイアール九州バ 営業企画部 福岡市博多区堅粕2-22- （０９２）６４２ （０９２）６５１国土交

ス株式会社 2 －８１２５ －６３５２通省

佐川急便株式会社 労務運行管 京都府京都市南区上鳥 （０７５）６９１ （０７５）６８１国土交

理部 羽角田町６８番地 －６５００ －２３４９通省

西濃運輸株式会社 営業企画管 岐阜県大垣市田口町１番 （０５８４）８２ （０５８４）８２国土交

理室 地 －５０２５ －５０４１通省

日本通運株式会社 作業管理部 港区東新橋1-9-4 （０３）６２５１ （０３）６２５１国土交

広域自動車 －１４３０ －６６７６通省

輸送専任

福山通運株式会社 社長室ＣＳＲ 江東区越中島3-6-15 （０３）３６４３ （０３）３６４３国土交

推進室 －０２９２ ー３７３０通省

ヤマト運輸株式会 社会貢献部 東京都中央区銀座2-16- （０３）３５４１ （０３）３５４２国土交

社 10 －３４１１ －３８８７通省

エアーニッポン株式 札幌支店 札幌市中央区北４条西４ （０１１）２７１ （０１１）２３２国土交

会社 総務課 丁目 伊藤加藤ビル３Ｆ －１５３１ －０１１３通省

株式会社ジャルエ ㈱日本航空 品川区東品川2-4-11 （０３）５７６９ （０３）５７６９国土交

クスプレス 経営企画室 －６０３２ －６４８２通省

株式会社日本航空 ㈱日本航空 品川区東品川2-4-11 （０３）５７６９ （０３）５７６９国土交

インターナショナル 経営企画室 －６０３２ －６４８２通省
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株式会社日本航空 ㈱日本航空 品川区東品川2-4-11 （０３）５７６９ （０３）５７６９国土交

ジャパン 経営企画室 －６０３２ －６４８２通省

スカイマークエアラ 経営企画室 港区浜松町1-30-5 浜 （０３）５４０２ （０３）５４０２ 代表電話国土交

インズ株式会社 松町スクエア12階 －６０３３ －６７８１ （０３）５４０通省

２－６７６７

代表ＦＡＸ

（０３）５４０

２－６７７０

全日本空輸株式会 福岡支店総 福岡市中央区天神1-12- （０９２）７２０ （０９２）７２０国土交

社 務課( ) 14 紙与渡辺ビル －３７００ －３４００通省 福岡県

日本トランスオーシ ㈱日本航空 品川区東品川2-4-11 （０３）５７６９ （０３）５７６９国土交

ャン航空株式会社 経営企画室 －６０３２ －６４８２通省

西日本旅客鉄道株 経営企画本 大阪市北区芝田2-4-24 （０６）６３７５ （０６）６３７５国土交

式会社 部経営企画 －８９１７ －８９７６通省

グループ

西日本鉄道株式会 鉄道事業本 福岡市中央区天神1-11- （０９２）７３４ （０９２）７５１国土交

社 部営業部計 17 福岡ビル６Ｆ －１５０３ －３３１５通省

画課

井本商運株式会社 営業部 兵庫県神戸市中央区京 （０７８）３２２ （０７８）３２２国土交

町７０ －１６００ －１６１０通省

川崎近海汽船株式 総務部 千代田区霞が関1-4-2 （０３）３５９２ （０３）３５９２国土交

会社 大同生命霞ヶ関ビル －５８００ －５９１１通省

エヌ・ティ・ティ・コミ ﾈｯﾄﾜｰｸ事業 千代田区内幸町2-1-1 （０３）５２０２ （０３）５５０１総務省

ュニケーションズ株 部 統合ﾈｯ 飯野ビル2階201 －９９０９ －３０１４

式会社 ﾄﾜｰｸ部（危

機管理）

ＫＤＤＩ株式会社 運用本部運 新宿区西新宿2-3-2 （０３）３３４７ （０３）３３４７総務省

用管理部 ＫＤＤＩビル －５２９９ －６２４３

統括ｸﾞﾙｰﾌﾟ

日本テレコム株式 総務部 港区東新橋1-9-1 東京 代（０３）６８ （０３）３５７２総務省

会社 汐留ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ ８８－８０００ －５５４０

株式会社エヌ・ティ・ 災害対策室 千代田区永田町2-11-1 （０３）５１５６ （０３）５１５６総務省

ティ・ドコモ 山王ﾊﾟｰｸﾀﾜｰ35F －１７２９ －０２６５

株式会社エヌ・ティ・ 災害対策室 福岡市中央区舞鶴2-3-1 （０９２）７１７ （０９２）７３７総務省

ティ・ドコモ九州 ドコモ九州舞鶴ビル －５５２９ －３２５１

ボーダフォン株式会 港区愛宕2-5-1 愛宕グ （０３）６４０３ （０３）６４０３ (090)総務省 コーポレート 業務用携帯

社 リーンヒルズMORIタワー －１０６５ －２９３２ 9834-5847セキュリティ室
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大牟田瓦斯株式会社 工務部 大牟田市泉町4-5 （０９４４）５３ （０９４４）５３

－１０２１ －１０３４

西日本ガス株式会社 企画部 柳川市新外町89-2 （０９４４）７４ （０９４４）７２

－１４１４ －４１９０

筑紫ガス株式会社 総務課 筑紫野市紫2-12-10 （０９２）９２３ （０９２）９２３

－３１１１ －２７４９

直方ガス株式会社 工務部 直方市新町2-5-22 （０９４９）２２ （０９４９）２４

－２４９６ －３７１４

飯塚ガス株式会社 総務部 飯塚市横田677-2 （０９４８）２２ （０９４８）２３

－８６４６ －６０１８

中間ガス株式会社 供給部 中間市池田1-4-1 （０９３）２４５ （０９３）２４４

－２８８１ －８４４０

高松ガス株式会社 総務主任 遠賀郡水巻町頃末北4-6-1 （０９３）２０１ （０９３）２０２

－６０５５ －５０１８

社団法人福岡県ＬＰガス 事務局 福岡市博多区山王1-10-15 （０９２）４７６ （０９２）４７６

協会 －３８３８ －０２２０

平成筑豊鉄道株式会社 総務課 田川郡金田町金田1145-2 （０９４７）２２ （０９４７）２２

－１０００ －０９１０

筑豊電気鉄道株式会社 総務課 中間市鍋山町1-6 （０９３）２４３ （０９３）２４３

－５５２５ －５５２６

甘木鉄道株式会社 運輸部 甘木市甘木1320 （０９４６）２３ （０９４６）２２

－１９００ －５６２８

北九州高速鉄道株式会 総務課 北九州市小倉南区企救丘2 （０９３）９６１ （０９３）９６１

社 庶務係 -13-1 －０１０１ －０５５５

西鉄バス二日市株式会 筑紫野市大字原836-1 （０９２）９２８ （０９２）９２４

社 －８３８３ －７７１８

西鉄バス宗像株式会社 宗像市陵厳寺4-7-1 （０９４０）３５ （０９４０）３２

－３５５４ －２１０２

西鉄バス両筑株式会社 甘木市菩提寺540-1 （０９４６）２２ （０９４６）２６

－３８３８ －１１３９

西鉄バス久留米株式会 久留米市御井町2291-1 （０９４２）４１ （０９４２）４３

社 －９１７４ －６３６３

西鉄バス大牟田株式会 大牟田市白金町63 （０９４４）５３ （０９４４）５３

社 －８１３１ －８１３９

西鉄バス筑豊株式会社 運行部 飯塚市片島2-19-1 （０９４８）２９ （０９４８）２８

－４０６０ －９３５９

西鉄高速バス株式会社 業務課 福岡市那の津4-3-22 （０９２）７１４ （０９２）７１４

－２４２８ －２４３５



- 162 -

名称 担当部署 所在地 電話 ＦＡＸ その他の

連絡方法

西鉄バス北九州株式会 総務課 北九州市小倉北区砂津1-1 （０９３）５２２ （０９３）５２１

社 総務係 -2 －１１１１ －５２９９

九州急行バス株式会社 総務課 福岡市博多区博多駅南4-7 （０９２）４１１ （０９２）４１１

-2 －２２４２ －２２４３

堀川バス株式会社 統括部 八女市本町１番地 （０９４３）２３ （０９４３）２３

－２１１７ －６２６９

株式会社甘木観光バス 営業部 甘木市大字甘木１３９６番地 （０９４６）２２ （０９４６）２２

２ －１５１３ －４７２８

西鉄観光バス株式会社 総務部 福岡市中央区地行2-3-10 （０９２）７２２ （０９２）７２２

－２３４７ －２３２１

西鉄北九州観光株式会 総務課 北九州市小倉北区青葉1-2 （０９３）５６３ （０９３）５６３

社 -32 －３７７６ －３７７３

九州観光バス株式会社 総務課 福岡市博多区石城町10-18 （０９２）２７１ （０９２）２７１

－１９６１ －２９３０

柳城観光株式会社 柳川市下宮永町1092 （０９４４）７３ （０９４４）７３

－１８９０ －２６０３

九州郵船株式会社 課長代理 福岡市博多区神屋町1-27 （０９２）２８１ （０９２）２８１

－０８３１ －０４４４

大川海運物産株式会社 フェリー部 福岡市中央区那の津3-46- （０９２）７１５ （０９２）７１５

7 －３１２１ －３１２２

九州西武運輸株式会社 総務課 福岡市博多区東那珂 3-7- （０９２）４３１ （０９２）４７１

58 －８１２１ －１９５７

久留米運送株式会社 総務部 久留米市東櫛原町353 （０９４２）３９ （０９４２）３４

－２１５１ －９７９７

株式会社博運社 総務部 糟屋郡志免町別府621 （０９２）６２１ （０９２）６１１

－８８３１ －６５４６

株式会社ランテック 社長室 福岡市博多区古門戸町 4- （０９２）２８２ （０９２）２８２

26 －２３７６ －２２１８

九州産業運輸株式会社 営業本部 北九州市門司区浜町10-16 （０９３）３３１ （０９３）３３１

－２１２１ －３４７７

丸善海陸運輸株式会社 総務部 久留米市善導寺町飯田415 （０９４２）４７ （０９４２）４７

-1 －０７３７ －５１３９

三友通商株式会社 総務課 筑紫野市上古賀2-1 （０９２）９２４ （０９２）９２４

－４５４２ －８９５１

社団法人福岡県トラック 専務理事 福岡市博多区博多駅東 1- （０９２）４５１ （０９２）４７２

協会 18-8 －７８７８ －６４３９

社団法人福岡県医師会 情報企画 福岡市博多区博多駅南2-9 （０９２）４３１ （０９２）４１１

課 -30 －４５６４ －６８５８
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名称 担当部署 所在地 電話 ＦＡＸ その他の

連絡方法

社団法人福岡県歯科医 事務局 福岡市中央区大名1-12-43 （０９２）７７１ （０９２）７７１

師会 －３５３１ －２９８８

社団法人福岡県薬剤師 事務局 福岡市博多区住吉2-20-15 （０９２）２７１ （０９２）２８１

会 －３７９１ －４１０４

アール・ケー・ビー毎日放 報道部 福岡市早良区百道浜2-3-8 （０９２）８５２ （０９２）８４４

送株式会社 －６６００ －８８８５

九州朝日放送株式会社 報道制作 福岡市中央区長浜1-1-1 （０９２）７５２ （０９２）７５１

局 －５１５５ －４５７４

株式会社テレビ西日本 報道局 福岡市早良区百道浜2-3-2 （０９２）８５２ （０９２）８５２

－５５１６ －５６１６

株式会社福岡放送 報道制作 福岡市中央区渡辺通1-1-1 （０９２）７１３ （０９２）７２５

局 －５３２１ －６８０１

株式会社ティー・ヴィー・ 報道スポ 福岡市博多区住吉2-3-1 （０９２）２６２ （０９２）２７２

キュー九州放送 ーツ局 －００７１ －５９０５

株式会社エフエム福岡 放送本部 福岡市中央区渡辺通 2-1- （０９２）７８１ （０９２）７４１

82 －６１８５ －８６０１

株式会社エフエム九州 営業制作 北九州市小倉北区古船場 （０９３）５５１ （０９３）５３３

本部 町９番１１号 －９１１９ －３５３２

株式会社九州国際エフエ 総務部 福岡市中央区天神2-5-35 （０９２）７２４ （０９２）７１６

ム －７６１０ －０７６１

福岡県道路公社 総務係 福岡市博多区吉塚本町13- （０９２）６４１ （０９２）６３２

50 －０１０１ －８３８８

福岡北九州高速道路公 総務係 福岡市東区東浜2-7-53 （０９２）６３１ （０９２）６３１

社 －３２８２ －３２８７
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(5) 市町村

市町村名 担当課名 防災電話 防災ＦＡＸ Ｎ Ｔ Ｔ電話番 緊急時ＮＴＴ ＮＴＴＦＡＸ

号(内線) 電話番号

北九州市 総務市民局安全・ 093-582-2988 同左 093-582-3889

安心課

福岡市 市民局危機管理課 78-201-70 1-78-201-75 092-711-4056 同左 092-733-5861

大牟田市 行政管理部総務課 78-202-71 1-78-202-75 0944-41-2551 0944-41-2222 0944-41-2552

(in) （宿直用）

久留米市 総務部生活安全推 0942-30-9052 0942-39-8835 0942-30-9706

進室

直方市 総務課総務法制係 78-204-70 1-78-204-75 0949-25-2222 0949-25-2000 0949-24-3812

飯塚市 総務部総務課総務 78-205-70 1-78-205-75 0948-22-5500 同左 0948-21-2066

係 (222)

田川市 総務部総務情報課 78-206-70 1-78-206-75 0947-44-2000 0947-46-0124

(540)

柳川市 総務課防災安全係 78-207-70 1-78-207-75 0944-73-8111 同左 0944-74-1374

(354)

山田市 総務課総務係 78-208-70 1-78-208-75 0948-53-1121 0948-53-1149

(211)

甘木市 消防防災課消防防 78-209-70 1-78-209-75 0946-22-1111 0946-23-0364 0946-24-8257

災係 (119)

八女市 総務課総務法制係 78-210-70 1-78-210-75 0943-23-1111 同左 0943-22-2186

(212)

筑後市 総務課庶務法制係 0942-53-4111 0942-52-5928

(13１)

大川市 総務課庶務係 78-212-70 1-78-212-75 0944-87-2101 0944-87-2101 0944-88-1776

(202)

行橋市 総務課総務係 78-213-70 1-78-213-75 0930-25-1111 同左 0930-25-0299

(1431)

豊前市 総務課交通防災係 78-214-70 1-78-214-75 0979-82-1111 0979-82-1111 0979-83-2560

(1334)

中間市 総務課文書法制係 78-215-70 1-78-215-75 093-246-6232 093-246-4325 093-245-5598

小郡市 総務課防災安全係 78-216-70 1-78-216-75 0942-72-2111 同左 0942-73-4466

(242)

筑紫野市 総務課地域政策担 78-217-70 1-78-217-75 092-923-1111 092-920-7413 092-923-5391

当 (234)

春日市 土木管理課消防防 78-218-70 1-78-218-75 092-584-1111 092-584-1137 092-584-1143

災担当 (3702)
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市町村名 担当課名 防災電話 防災ＦＡＸ Ｎ Ｔ Ｔ電話番 緊急時ＮＴＴ ＮＴＴＦＡＸ

号(内線) 電話番号

大野城市 環境課 78-219-70 1-78-219-75 092-501-2211 同左 092-572-8432

(387)

宗像市 総務課総務係 78-220-70 1-78-220-75 0940-36-5050 0940-36-1121 0940-37-1242

太宰府市 総務課消防・防災 78-221-71 1-78-221-75 092-921-2121 092-921-2142 092-921-1601

係 (519)

前原市 総務課防災係 78-222-70 1-78-222-75 092-323-1111 092-323-1123 092-324-0239

(1216)

古賀市 総務課庶務係 78-223-70 1-78-223-75 092-942-1111 同左 092-942-3758

(322)

福津市 生活安全課安心安 78-362-70 1-78-362-75 0940-43-8107 0940-42-8112 0940-43-3168

全まちづくり係

うきは市 総務課消防防災係 78-481-70 1-78-481-75 0943-75-3111 同左 0943-75-5509

(222)

那珂川町 環境課生活防災係 78-305-70 1-78-305-75 092-953-2211 092-953-0688

(135)

宇美町 総務課消防防災防 78-341-70 1-78-341-75 092-932-1111 092-934-2246 092-933-7512

犯係 (113)

篠栗町 総務課消防係 78-342-70 1-78-342-75 092-947-1111 092-947-3437 092-947-7977

(313)

志免町 総務課消防防災係 78-343-70 1-78-343-75 092-935-1001 同左 092-935-9459

(416)

須恵町 総務課消防防災係 78-344-70 1-78-344-75 092-932-1151 同左 092-933-6579

(317)

新宮町 総務課業務係 78-345-70 1-78-345-75 092-963-1730 092-962-0236 092-962-2078

久山町 総務課消防防災係 78-348-70 1-78-348-75 092-976-1111 同左 092-976-2463

(213)

粕屋町 総務課生活防災係 78-349-70 1-78-349-75 092-938-2311 092-938-5778 092-938-3150

(225)

芦屋町 総務課庶務係 78-381-70 1-78-381-75 093-223-0881 093-223-5292 093-223-3927

(293)

水巻町 総務課庶務係 093-201-4321 同左 093-201-4423

岡垣町 総務課庶務係 78-383-70 1-78-383-75 093-282-1211 同左 093-282-4000

(233)

遠賀町 総務課 78-384-70 1-78-384-75 093-293-1234 同左 093-293-0806

(262)
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市町村名 担当課名 防災電話 防災ＦＡＸ Ｎ Ｔ Ｔ電話番 緊急時ＮＴＴ ＮＴＴＦＡＸ

号(内線) 電話番号

小竹町 総務課庶務係 78-401-70 1-78-401-75 09496-2-1212 09496-2-1211 09496-2-1140

(109)

鞍手町 総務課庶務係 78-402-70 1-78-402-75 0949-42-2111 0949-42-2919 0949-42-5693

(322)

宮田町 総務課庶務係 78-403-70 1-78-403-75 0949-32-0511 0949-32-0510 0949-32-9430

若宮町 総務課総務係 78-404-70 1-78-404-75 0949-52-1111 同左 0949-52-3119

(114)

桂川町 総務課 78-421-70 1-78-421-75 0948-65-1100 0948-65-3241 0948-65-3424

(214)

稲築町 総務課庶務係 79-422-70 1-79-422-75 0948-42-1231 同左 0948-42-1289

(122)

碓井町 総務課総務係 78-423-70 1-78-423-75 0948-62-2270 同左 0948-62-5018

(210)

嘉穂町 総務課庶務係 78-424-70 1-78-424-75 0948-57-1212 同左 0948-57-4020

(30)

筑穂町 総務課 78-425-70 1-78-425-75 0948-72-1100 同左 0948-72-3094

(321)

穂波町 総務課庶務係 78-426-70 1-78-426-75 0948-22-0380 0948-22-2498 0948-29-5440

(324)

庄内町 総務課庶務係 78-427-70 1-78-427-75 0948-82-1200 同左 0948-82-3520

(171)

頴田町 総務課庶務係 78-428-70 1-78-428-75 09496-2-2211 同左 09496-2-0332

(19)

杷木町 総務課庶務係 78-441-70 1-78-441-75 0946-62-1110 0946-62-1111 0946-63-3569

(212)

朝倉町 総務課管財係 78-442-70 1-78-442-75 0946-52-1111 同左 0946-52-3150

(215)

筑前町 環境保全課消防安 78-444-70 1-78-444-75 0946-42-6609 0946-42-2011

全係

東峰村 総務課 78-446-70 1-78-462-75 0946-72-2311 0946-72-2038

二丈町 総務課管財係 78-462-70 1-78-462-75 092-325-1111 同左 092-325-0179

(232)

志摩町 総務課庶務係 78-463-70 1-78-463-75 092-327-1111 092-327-2472 092-327-2707

(223)

大刀洗町 総務課庶務係 78-503-70 1-78-503-75 0942-77-0101 0942-77-0101 0942-77-3063

(105)
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市町村名 担当課名 防災電話 防災ＦＡＸ Ｎ Ｔ Ｔ電話番 緊急時ＮＴＴ ＮＴＴＦＡＸ

号(内線) 電話番号

大木町 総務課管理防災係 78-522-70 1-78-522-75 0944-32-1013 同左 0944-32-1054

(115)

黒木町 総務課庶務係 78-541-70 1-78-541-75 0943-42-1111 同左 0943-42-4591

(226)

上陽町 総務課庶務係 78-542-70 1-78-542-75 0943-54-2211 同左 0943-54-2809

(16)

立花町 総務課行政係 78-543-70 1-78-543-75 0943-23-5141 同左 0943-22-3512

(214)

広川町 総務課行政係 78-544-70 1-78-544-75 0943-32-1111 0943-32-1111 0943-32-5164

(112)

矢部村 総務課総務係 78-545-70 1-78-545-75 0943-47-3111 同左 0943-47-2855

(201)

星野村 総務課庶務係 78-546-71 1-78-546-75 0943-52-3111 0943-52-2005 0943-52-3283

(212)

瀬高町 総務課人事庶務課 78-561-70 1-78-561-75 0944-63-6111 0944-63-6111 0944-62-2411

(308)

山川町 総務課人事係 78-564-70 1-78-564-75 0944-67-1111 同左 0944-67-1696

(211)

高田町 総務課財政庶務係 78-581-70 1-78-581-75 0944-22-5611 同左 0944-22-6381

(214)

香春町 総務課庶務係 78-601-70 1-78-601-75 0947-32-2511 同左 0947-32-4815

添田町 総務課防災対策係 78-602-70 1-78-602-75 0947-82-1231 同左 0947-82-2869

(121)

金田町 総務課消防防災選 78-603-70 1-78-603-75 0947-22-0555 0947-22-0555 0947-22-0782

挙係 (306)

糸田町 総務課消防係 78-604-70 1-78-604-75 0947-26-1231 同左 0947-26-1651

(212)

川崎町 総務課防災管財係 78-605-70 1-78-605-75 0947-72-3000 同左 0947-72-6453

(230､231)

赤池町 総務課庶務係 78-606-70 1-78-606-75 0947-28-2004 0947-28-3025 0947-28-5164

(220)

方城町 総務課庶務係 78-607-70 1-78-607-75 0947-22-0520 同左 0947-22-0771

(220)

大任町 総務課消防係 78-608-70 1-78-608-75 0947-63-3000 同左 0947-63-3813

(209)

赤村 総務課総務係 78-609-70 1-78-609-75 0947-62-3000 同左 0947-62-3007

(134)
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市町村名 担当課名 防災電話 防災ＦＡＸ Ｎ Ｔ Ｔ電話番 緊急時ＮＴＴ ＮＴＴＦＡＸ

号(内線) 電話番号

苅田町 総務課くらし安全係 78-621-70 1-78-621-75 093-434-1112 093-434-5852 093-436-3014

(317)

犀川町 総務課行政係 78-622-70 1-78-622-75 0930-42-0001 0930-42-1993

(63,64,65)

勝山町 総務課庶務係 78-623-70 1-78-623-75 0930-32-2511 同左 0930-32-4563

(45)

豊津町 総務財政課庶務係 78-624-70 1-78-624-75 0930-33-3111 0930-33-4800 0930-33-3355

(216)

椎田町 総務課庶務係 78-641-70 1-78-641-75 0930-56-0300 同左 0930-56-1405

(312)

吉富町 総務課庶務秘書係 78-642-70 1-78-642-75 0979-24-1122 同左 0979-24-3219

(133)

築城町 総務課庶務係 78-643-70 1-78-643-75 0930-52-0001 同左 0930-52-2786

(111)

上毛町 総務課総務係 0979-72-3111 同左 0979-72-4664

(6) 消防本部（局）

消防本部（局）名 担当部署名 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号

北九州市消防局 防災課 北九州市小倉北区大手町3-9 093-582-2110 093-582-2112

福岡市消防局 警備部警防課 福岡市中央区舞鶴3-9-7 092-725-6952 092-725-6952

警防企画係

大牟田市消防本部 警防課 大牟田市浄真町46 0944-53-3521 0944-53-7460

久留米市消防本部 総務課 久留米市東櫛原町999-1 0942-38-5157 0942-38-5172

直方市消防本部 警防課 直方市新町2-5-10 0949-25-2303 0949-25-2308

筑後市消防本部 警防課 筑後市山ノ井900 0942-52-2020 0942-53-6658

大川市消防本部 総務課 大川市郷原483-5 0944-88-1145 0944-88-1799

行橋市消防本部 警防課 行橋市中央1-9-9 0930-25-2326 0930-26-3074
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消防本部（局）名 担当部署名 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号

中間市消防本部 警防課 中間市中間2-2-2 093-244-0901 093-246-0119

苅田町消防本部 警防課 苅田町京町2-4-4 093-434-0119 093-434-5236

柳川市消防本部 警防課 柳川市本城町4-2 0944-74-0119 0944-74-0185

糸島地区消防厚生施設 警防課 前原市前原1783-1 092-322-4222 092-324-4514

組合糸島消防本部

八女消防本部 警防課 八女市本村深町22-1 0943-24-0119 0943-25-1119

筑紫野太宰府消防本部 警防課警防係 筑紫野市立明寺705-2 092-924-5642 092-924-3397

飯塚地区消防本部 総務課庶務係 飯塚市片島3-16-8 0948-22-1966 0948-28-4363

瀬高町外二町消防組合 総務課人事企 瀬高町小川270 0944-62-5125 0944-62-3234

消防本部 画係

春日･大野城･那珂川消 警備課 春日市春日2-2-1 092-584-1191 092-584-1194

防組合消防本部

田川地区消防本部 総務課総務係 田川市川宮1570 0947-44-0650 0947-46-1404

京築広域圏消防本部 警防課 豊前市荒堀525-1 0979-82-0119 0979-83-2630

福岡県南広域消防組合 警防課 久留米市山川沓形町3-15 0942-43-8119 0942-43-7317

消防本部

直方鞍手広域市町村圏 警防課 宮田町宮田浮州16-1 0949-32-1132 0949-32-9425

事務組合消防本部

甘木･朝倉消防本部 警防課 甘木市一木18-20 0946-22-0119 0946-24-1334

粕屋南部消防本部 総務課 志免町田富170 092-935-5111 092-935-4882

宗像地区消防本部 警防課 宗像市田熊5-1-3 0940-36-2425 0940-37-0011

粕屋北部消防本部 警防課 古賀市今在家167-1 092-944-0131 092-944-0462

遠賀郡消防本部 警防課 遠賀町広渡1639 093-293-8124 093-291-4008



２ 安否情報省令 

「武力攻撃事態等における安否情報の報告方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その

他の必要な事項を定める省令」総務省令第４４号（平成１７年３月２８日） 

 

（安否情報の報告方法） 

第１条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令（平成１６

年政令第２７５号。以下「令」という。）第２５条第２項（令第５２条において準用す

る場合を含む。）の総務省令で定める方法は、武力攻撃事態等における国民の保護のた

めの措置に関する法律（平成１６年法律第１１２号。以下「法」という。）第９４条第

１項（法第１８３条において準用する場合を含む。）に規定する安否情報を様式第１号

により記載した書面（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること

ができない方式で作られる記録を含む。以下同じ。）の送付とする。ただし、事態が急

迫している場合その他この方法によることができない場合には、口頭、電話その他の方

法によることができる。 

（安否情報の照会方法） 

第２条 法第９５条第１項（法第１８３条において準用する場合を含む。次条において同

じ。）の規定による安否情報の照会は、令第２６条第１項（令第５２条において準用す

る場合を含む。）に規定する事項を様式第２号により記載した書面を総務大臣又は地方

公共団体の長に提出することにより行うものとする。ただし、安否情報の照会を緊急に

行う必要がある場合、安否情報について照会をしようとする者が遠隔の地に居住してい

る場合その他この方法によることができない場合には、口頭、電話その他の方法による

ことができる。 

（安否情報の回答方法） 

第３条 法第９５条第１項の規定による安否情報の回答は、安否情報の照会に係る者が避

難住民に該当するか否か及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当するか

否かの別その他必要な事項を様式第３号により記載した書面を交付することにより行う

ものとする。ただし、事態が急迫している場合その他この方法によることができない場

合には、口頭、電話その他の方法によることができる。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この省令は、平成１７年４月１日から施行する。 

（総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規

則の一部改正） 

第２条 総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施

行規則（平成１５年総務省令第４８号）の一部を次のように改正する。 

別表電気通信事業紛争処理委員会令（平成１３年政令第３６２号）の項の次に次のよ

うに加える。 

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関

する法律施行令（平成十六年政令第二百七十五号） 

第二十五条第二項 

別表独立行政法人情報通信研究機構の業務（通信・放送開発金融関連業務を除く。）

に係る財務及び会計に関する省令（平成十六年総務省令第六十九号）の項の次に次のよ

うに加える。 

武力攻撃事態等における安否情報の報告方法並びに安

否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定

める省令（平成十七年総務省令第四十四号） 

第二条及び第三条 
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　様式第１号（第１条関係） 　　安　否　情　報　報　告　書

報告日時： 　年　　月　 　日 　　時　 　分

市町村名：　　　　　　　　担当者名：　　　 　　　　　

避難住民に該当
するか否かの別

武力攻撃災害により死
亡し又は負傷した住民
に該当するか否かの別

同意の
有無 氏　名 フリガナ 出生の年月日 男女の別 住　所 国籍

その他個人を識別
するための情報 居所

連絡先その他安否
の確認に必要と認
められる情報

備　考

備考 １　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２　「避難住民に該当するか否かの別」欄には「該当」又は「非該当」と記入し、「武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当するか否かの別」欄には
　「死亡」、「負傷」又は「非該当」と記入すること。
３　「同意の有無」欄には、安否情報の提供に係る同意について「有」又は「無」と記入すること。この場合において、当該同意について特段の条件がある場合は、
　当該条件を「備考」欄に記入すること。
４　「出生の年月日」欄は元号表記により記入すること。
５　「国籍」欄は日本国籍を有しない者に限り記入すること。
６　武力攻撃災害により死亡した住民にあっては、「負傷又は疾病の状況」欄に「死亡」と記入した上で、加えて「死亡の日時、場所及び状況」を記入し、「居所」
　欄に「死体の所在」を記入すること。

負傷又は疾病
の状況
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様式第２号（第２条関係） 
安 否 情 報 照 会 書 

総務大臣                        年  月  日 
（都道府県知事） 殿 
（市町村長）  

申 請 者 
                 住 所                  
 

氏 名                  
 

下記の者について、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置

に関する法律第９５条第１項の規定に基づき、安否情報を照会します。  

照会をする理由  
 

備 考  
 

氏 名  

フ リ ガ ナ  

出生の年月日  

男 女 の 別  

住 所  

国 籍 
（日本国籍を有しない者に限る。）  

照
会
に
係
る
者
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項 

その他個人を識別す

るための情報  

※ 申 請 者 の 確 認  

※ 備 考  
 
備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 
   ２ 法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記

入すること。 
   ３ 「出生の年月日」欄は元号表記により記入すること。 
   ４ ※印の欄には記入しないこと。 
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様式第３号（第３条関係） 
安 否 情 報 回 答 書 

年   月   日  
            殿 
 
 

            総務大臣 
（都道府県知事） 
（市町村長） 

 
   年   月   日付けで照会があった安否情報について、下記の 

とおり回答します。 

避難住民に該当するか否か

の別 

 
 

武力攻撃災害により死亡し

又は負傷した住民に該当す

るか否かの別 
 
 

住 所  
 

氏 名  
 照会に係る者 

フリガナ  
 

出生の年月日  
 男 女 の 別  

国 籍 
（日本国籍を有しない者に限る。） 

 
 

その他個人を識別す

るための情報  

居 所  
 

負傷又は疾病

の状況  

連絡先その他安否

の確認に必要と認

められる情報 
 

 
備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 
   ２ 「避難住民に該当するか否かの別」欄には「該当」又は「非該当」と記入し、「武力攻

撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当するか否かの別」欄には「死亡」、「負傷」又

は「非該当」と記入すること。 
３ 「出生の年月日」欄は元号表記により記入すること。 
４ 武力攻撃災害により死亡した住民にあっては、「負傷又は疾病の状況」欄に「死亡」と

記入した上で、加えて「死亡の日時、場所及び状況」を記入し、「居所」欄に「死体の所

在」を記入すること。 
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３　火災・災害等即報要領 

 

                                               昭和５９年１０月１５日 

                                            消防災第２６７号消防庁長官                   
改正 平成 ６年１２月 消防災第２７９号 

             平成 ７年 ４月 消防災第 ８３号 
                     平成 ８年 ４月 消防災第 ５９号 
                     平成 ９年 ３月 消防情第 ５１号 
                                          平成１２年１１月 消防災第 ９８号 
                              消防情第１２５号 

平成１５年 ３月 消防災第 ７８号 
         消防情第 ５６号 

                      平成１６年 ９月 消防震第 ６６号 

 

第１ 総則 

  

１ 趣旨 

   この要領は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第２２条の規定に基づき消

防庁長官が求める消防関係報告のうち、火災・災害等に関する即報について、その

形式及び方法を定めるものとする。 

  

  

  

  

 

 

 ２ 火災・災害等の定義 

   「火災・災害等」とは、火災・災害及びその他の事故をいう。 

   なお、本要領における用語の定義については、本要領に特別の定めのない限り、

「火災報告取扱要領（平成 6 年 4 月 21 日付消防災第 100 号）」、「災害報告取扱要領

（昭和 45 年 4 月 10 日付消防防第 246 号）」、「救急事故等報告要領（昭和 57 年 12

月 28 日付消防救第 53 号）」の定めるところによる。 

 

 ３ 報告手続 

  (1) 「第２ 即報基準」に該当する火災又は事故（(1)において「火災等」という。）

が発生した場合には、当該火災等が発生した地域の属する市町村（当該市町村が

消防の事務を処理する一部事務組合又は広域連合の構成市町村である場合は、当

該一部事務組合又は広域連合をいう。(1)及び(5)において同じ。）は、火災等に関

する即報を都道府県を通じて行うものとする。 

        ただし、２以上の市町村にまたがって火災等が発生した場合又は火災等が発生

した地域の属する市町村と当該火災等について主として応急措置（火災の防御、

救急業務、救助活動、事故の処理等）を行った市町村が異なる場合には、当該火

（参考） 
消防組織法第２２条  
 消防庁長官は、都道府県及び市町村に対し、消防庁長官の定める形式及び方法

により消防統計及び消防情報に関する報告をすることを求めることができる。 
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災等について主として応急措置を行った市町村又はこれらの火災等があったこと

について報告を受けた市町村が都道府県を通じて行うものとする。 

  (2) 「第２ 即報基準」に該当する災害が発生した場合には、当該災害が発生した

地域の属する市町村は、災害に関する即報を都道府県に報告するものとする。 

  (3) 「第２ 即報基準」に該当する火災・災害等が発生した場合には、都道府県は、

市町村からの報告及び自ら収集した情報等を整理して、火災・災害等に関する即

報を消防庁に報告を行うものとする。 

(4) 「第３ 直接即報基準」に該当する火災・災害等が発生した場合には、市町村

は、第一報を都道府県に加え、消防庁に対しても、報告するものとする。この場

合において、消防庁長官から要請があった場合については、市町村は第一報後の

報告についても、引き続き消防庁に対しても行うものとする。 

(5) 市町村は、報告すべき火災・災害等を覚知したとき、原則として、覚知後３０

分以内で可能な限り早く、分かる範囲で、その第一報を報告するものとし、以後、

各即報様式に定める事項について、判明したもののうちから逐次報告するものと

する。都道府県は、市町村からの報告を入手後速やかに消防庁に対して報告を行

うとともに、市町村からの報告を待たずして情報を入手したときには、直ちに消

防庁に対して報告を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災・災害等の発生 
即 報 基 準

該当事案 直接即報基準

該当事案 

市      町    村 

都  道  府  県 

消   防   庁 

第一報につ

いては覚知

後３０分以

内に報告 
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４ 報告方法及び様式 

  火災・災害等の即報に当たっては、(1)の区分に応じた様式に記載し、ファクシミ

リ等により報告するものとする。また、画像情報を送信することができる地方公共団

体は(2)により被害状況等の画像情報の送信を行うものとする。 

    ただし、消防機関等への通報が殺到した場合等において、迅速性を確保するため、

様式によることができない場合には、この限りではない。また、電話による報告も認

められるものとする。 

 (1)  様式 

ア 火災等即報・・・・・第１号様式及び第２号様式 

        火災及び特定の事故（火災の発生を伴うものを含む。）を対象とする。 

      特定の事故とは、石油コンビナート等特別防災区域内の事故、危険物等に係

る事故、原子力災害及び可燃性ガス等の爆発、漏えい等の事故とする。 

        なお、火災（爆発を除く。）については、第１号様式、特定の事故について

は、第２号様式により報告すること。 

   イ 救急・救助事故等即報・・・・・第３号様式 

        救急事故及び救助事故並びに武力攻撃災害及び緊急対処事態を対象とする。

なお、火災等即報を行うべき火災及び特定の事故については省略することがで

きる。ただし、消防庁長官から特に求められたものについては、この限りでは

ない。 

   ウ 災害即報・・・・・第４号様式 

      災害を対象とする。なお、災害に起因して生じた火災又は事故については、

ア火災等即報、イ救急・救助事故等即報を省略することができる。ただし、消

防庁長官から特に求められたものについては、この限りではない。 

 (2)  画像情報の送信 

地域衛星通信ネットワーク等を活用して画像情報を送信することができる地方公

共団体（応援団体を含む。）は、原則として次の基準に該当する火災・災害等が発生

したときは、高所監視カメラ、ヘリコプターテレビ電送システム、衛星車載局等を

用いて速やかに被害状況等の画像情報を送信するものとする。 

ア 「第３ 直接即報基準」に該当する火災・災害等 

イ 被災地方公共団体の対応のみでは十分な対策を講じることが困難な火災・災害

等 

ウ 報道機関に取り上げられる等社会的影響が高い火災・災害等 

エ 上記に定める火災・災害等に発展するおそれがあるもの 

 

５ 報告に際しての留意事項 

 (1)  「第２ 即報基準」及び「第３ 直接即報基準」に該当する火災・災害等か判断

に迷う場合には、できる限り広く報告するものとする。 

(2) 市町村又は都道府県は、自らの対応力のみでは十分な災害対策を講じることが困

難な火災・災害等が発生したときは、速やかにその規模を把握するための概括的な

情報の収集に特に配意し、迅速な報告に努めるものとする。 

http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi1609/pdf/160917shin67_1.pdf
http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi1609/pdf/160917shin67_2.pdf
http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi1609/pdf/160917shin67_3.pdf
http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi1609/pdf/160917shin67_4.pdf
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 (3)  各都道府県は、被害状況等の把握に当たって、当該都道府県の警察本部等と密接

な連絡を保つものとする。 

 (4) 市町村が都道府県に報告できない場合にあっては、一時的に報告先を消防庁に変

更するものとする。この場合において、都道府県と連絡がとれるようになった後

は、都道府県に報告するものとする。 

 (5) (1)から(4)までにかかわらず、地震等により、消防機関への通報が殺到した場合、

その状況を市町村は直ちに消防庁及び都道府県に対し報告するものとする。 

 

 

第２ 即報基準                                                             

   火災・災害等即報を報告すべき火災・災害等は次のとおりとする。 

 

 １ 火災等即報 

  (1) 一般基準 

    火災等即報については、次のような人的被害を生じた火災及び事故（該当する

おそれがある場合を含む。）について報告すること。 

   1)  死者が３人以上生じたもの 

    2)  死者及び負傷者の合計が１０人以上生じたもの 

  (2) 個別基準 

    次の火災及び事故については(1)の一般基準に該当しないものにあっても、そ

れぞれ各項に定める個別基準に該当するもの（該当するおそれがある場合を含

む。）について報告すること。 

   ア 火災 

    ア) 建物火災 

      1)  特定防火対象物で死者の発生した火災 

       2)  高層建築物の１１階以上の階、地下街又は準地下街において発生した火

災で利用者等が避難したもの 

       3) 大使館・領事館、国指定重要文化財又は特定違反対象物の火災 

     4)  建物焼損延べ面積３，０００平方メートル以上と推定される火災 

       5)  損害額１億円以上と推定される火災 

     イ）林野火災 

      1) 焼損面積１０ヘクタール以上と推定されるもの 

       2) 空中消火を要請したもの 

       3) 住宅等へ延焼するおそれがある等社会的に影響度が高いもの 

    ウ）交通機関の火災 

       船舶、航空機、列車、自動車の火災で、次に掲げるもの 

       1)  航空機火災 

     2) タンカー火災の他社会的影響度が高い船舶火災 

     3)  トンネル内車両火災 

     4)  列車火災 
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      エ）その他 

          以上に掲げるもののほか、特殊な原因による火災、特殊な態様の火災等消

防上特に参考となるもの 

            （例示） 

              ・消火活動を著しく妨げる毒性ガスの放出を伴う火災 

      イ 石油コンビナート等特別防災区域内の事故 

        1) 危険物施設、高圧ガス施設等の火災又は爆発事故 

            （例示） 

              ・危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物等を貯蔵し、又は取り扱

う施設の火災又は爆発事故 

       2) 危険物、高圧ガス、毒性ガス等の漏えいで応急措置を必要とするもの 

3) 特定事業所内の火災（ 1)以外のもの。） 

      ウ 危険物等に係る事故 

     危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物、火薬等（以下「危険物等」と

いう。）を貯蔵し又は取り扱う施設及び危険物等の運搬に係る事故で、次に掲げ

るもの（イの石油コンビナート等特別防災区域内の事故を除く。） 

       

     1)  死者（交通事故によるものを除く。）又は行方不明者が発生したもの 

     2)  負傷者が５名以上発生したもの 

     3)  周辺地域の住民等が避難行動を起こしたもの又は爆発により周辺の建物

等に被害を及ぼしたもの 

      4)  ５００キロリットル以上のタンクの火災、爆発又は漏えい事故 

     5)  海上、河川への危険物等流出事故 

     6)  高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う、火災・危険物等の

漏えい事故 

    エ  原子力災害等 

    1) 原子力施設において、爆発又は火災の発生したもの及び放射性物質又は放

射線の漏えいがあったもの 

    2) 放射性物質を輸送する車両において、火災の発生したもの及び核燃料物質

等の運搬中に事故が発生した旨、原子力事業者等から消防機関に通報があっ

たもの 

    3)  原子力災害対策特別措置法（平成 11 年法律第 156 号）第１０条の規定に

より、原子力事業者から基準以上の放射線が検出される等の事象の通報が市

町村長にあったもの 

4) 放射性同位元素等取扱事業所に係る火災であって、放射性同位元素又は放

射線の漏えいがあったもの 

    オ その他特定の事故 

        可燃性ガス等の爆発、漏えい等の事故であって、社会的に影響度が高いと認

められるもの 

  (3) 社会的影響基準 
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    (1)一般基準、(2)個別基準に該当しない火災・事故であっても、報道機関に取

り上げられる等社会的影響度が高いと認められる場合には報告すること。 

 

 ２ 救急・救助事故即報 

   救急・救助事故即報については、次の基準に該当する事故（該当するおそれがあ

る場合を含む。）について報告すること。 

 1) 死者５人以上の救急事故 

   2)  死者及び負傷者の合計が１５人以上の救急事故 

    3)  要救助者が５人以上の救助事故 

    4)  覚知から救助完了までの所要時間が５時間以上を要した救助事故 

    5) その他報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高い救急・救助事故 

       （例示） 

        ・列車、航空機、船舶に係る救急・救助事故 

        ・バスの転落による救急・救助事故 

        ・ハイジャック及びテロ等による救急・救助事故 

 

３ 武力攻撃災害即報 

   次の災害等（該当するおそれがある場合を含む。）についても、上記２と同様式を

用いて報告すること。 

1)  武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成 16 年法

律第 112 号）第２条第４項に規定する災害、すなわち、武力攻撃により直接又

は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人

的又は物的災害 

2)  武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に

関する法律（平成 15 年法律第 79 号）第２５条第１項に規定する緊急対処事態、

すなわち、武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発

生した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに

至った事態 

 

４ 災害即報 

   災害即報については、次の基準に該当するもの（該当するおそれがある場合を含

む。）について報告すること。 

(1) 一般基準 

    1) 災害救助法の適用基準に合致するもの 

    2) 都道府県又は市町村が災害対策本部を設置したもの 

    3) 災害が２都道府県以上にまたがるもので１の都道府県における被害は軽微

であっても、全国的に見た場合に同一災害で大きな被害を生じているもの 

     

(2) 個別基準 

   ア 地震 
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    地震が発生し、当該都道府県又は市町村の区域内で震度４以上を記録したも

の 

    イ 津波 

     津波により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

ウ 風水害 

        1)  崖崩れ、地すべり、土石流等により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

     2)  河川の溢水、破堤又は高潮等により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

      エ 雪害 

        1)  雪崩等により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

        2)  道路の凍結又は雪崩等により、孤立集落を生じたもの 

      オ 火山災害 

       1)  臨時火山情報が発表され、登山規制又は通行規制等を行ったもの 

        2)  火山の噴火により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

  (3) 社会的影響基準 

    (1)一般基準、(2)個別基準に該当しない災害であっても、報道機関に取り上げ

られる等社会的影響度が高いと認められる場合には報告すること。 

 

 

第３ 直接即報基準 

   市町村は、特に迅速に消防庁に報告すべき次の基準に該当する火災・災害等（該

当するおそれがある場合を含む。）については、直接消防庁に報告するものとする。 

 

１ 火災等即報 

    ア 交通機関の火災 

     第２の１の（2）のアのウ）に同じ。 

    イ 石油コンビナート等特別防災区域内の事故 

     第２の１の（2）のイ 1)、2)に同じ。 

   ウ 危険物等に係る事故（イの石油コンビナート等特別防災区域内の事故を除

く。） 

1)  第２の１の（2）のウ 1)、2)に同じ。 

        2) 危険物等を貯蔵し又は取り扱う施設の火災・爆発事故で、当該工場等の施

設内又は周辺で、５００平方メートル程度以上の区域に影響を与えたもの 

    3) 危険物等を貯蔵し又は取り扱う施設からの危険物等の漏えい事故で、次に

該当するもの 

     ① 海上、河川へ危険物等が流出し、防除・回収等の活動を要するもの 

     ② ５００キロリットル以上のタンクからの危険物等の漏えい等 

    4)  市街地又は高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う漏えいで、

付近住民の避難、道路の全面通行禁止等の措置を要するもの 

5)  市街地又は高速道路上において発生したタンクローリーの火災 

   エ 原子力災害等 



- 181 -

      第２の１の（2）のエに同じ。 

  

２ 救急・救助事故即報 

   死者及び負傷者の合計が１５人以上発生した救急・救助事故で次に掲げるもの 

  1) 列車、航空機、船舶の衝突、転覆等による救急・救助事故 

  2) バスの転落等による救急・救助事故 

  3) ハイジャック及びテロ等による救急・救助事故 

  4) 映画館、百貨店、駅構内等不特定多数の者が集まる場所における救急・救助事

故 

  5) その他報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高いもの 

   

３ 武力攻撃災害即報 

   第２の３の 1)、2)に同じ。 

   

４ 災害即報 

   地震が発生し、当該市町村の区域内で震度５強以上を記録したもの（被害の有無

を問わない。） 

 

 

第４ 記入要領 

 第１号、第２号、第３号及び第４号様式の記入要領は、次に定めるもののほか、それ

ぞれの報告要領（「火災報告取扱要領」、「災害報告取扱要領」、「救急事故等報告要領」）

の定めるところによる。 

 

  ＜火災等即報＞ 

 １ 第１号様式（火災） 

  (1) 火災種別 

     火災の種別は、「建物火災」「林野火災」「車両火災」「船舶火災」「航空機火災」

及び「その他の火災」とし、欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。 

  (2) 消防活動状況 

    当該火災の発生した地域の消防機関の活動状況のほか、他の消防機関への応援

要請及び消防機関による応援活動の状況についても記入すること。 

  (3) 救急・救助活動状況 

     報告時現在の救助活動の状況、救助人員の有無、傷病者の搬送状況等について

記入すること（消防機関等による応援活動の状況を含む。）。 

  (4) 災害対策本部等の設置状況 

    当該火災に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、

事故対策本部等を設置した場合には、その設置及び解散の日時を記入すること。 

    (5) その他参考事項 

     次の火災の場合には、「その他参考事項」欄に、各項に掲げる事項を併せ記入
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すること。 

   1) 死者３人以上生じた火災 

        ア 死者を生じた建物等（建物、車両、船舶等をいう。アにおいて同じ。）の

概要 

     ア） 建物等の用途、構造及び環境 

     イ） 建物等の消火設備、警報設備、避難設備、防火管理者の有無及びその

管理状況並びに予防査察の経過 

    イ 火災の状況 

     ア） 発見及び通報の状況 

     イ） 避難の状況 

   2)  建物火災で個別基準の 5)又は 6)に該当する火災 

    ア） 発見及び通報の状況 

    イ） 延焼拡大の理由 

        ア 消防事情 イ 都市構成 ウ 気象条件 エ その他 

    ウ） 焼損地域名及び主な焼損建物の名称 

    エ） り災者の避難保護の状況 

    オ） 都道府県及び市町村の応急対策の状況（他の地方公共団体の応援活動を

含む。） 

   3)  林野火災 

    ア） 火災概況（火勢、延焼の状況、住家への影響、避難の状況等） 

※必要に応じて図面を添付する。 

    イ） 林野の植生 

    ウ） 自衛隊の派遣要請、出動状況 

    エ） 空中消火の実施状況（出動要請日時、消火活動日時、機種（所属）、機数      

等） 

   4) 交通機関の火災 

    ア） 車両、船舶、航空機等の概要 

    イ） 焼損状況、焼損程度 

 

 ２ 第２号様式（特定の事故） 

  (1) 事故名（表頭）及び事故種別 

     特定の事故のうち、「事故名」及び「事故種別」の欄中、該当するものの記号

を○で囲むこと。 

  (2) 事業所名 

    「事業所名」は、「○○（株）○○工場」のように、事業所の名称のすべてを

記入すること。 

  (3) 特別防災区域 

    発災事業所が、石油コンビナート等災害防止法（昭和 50 年法律第 84 号。以下

この項で「法」という。）第２条第２号に規定する特別防災区域内に存する場合の

み、当該地区名を記入すること。また、法第２条第４号に規定する第一種事業所
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にあっては、「レイアウト第一種」、「第一種」のいずれかを、同条第５号に規定す

る第二種事業所は「第二種」を、その他の事業所は「その他」を○で囲むこと。 

  (4) 覚知日時及び発見日時 

     「覚知日時」は、消防機関が当該事故を覚知した日時を、「発見日時」は事業

者が当該事故を発見した日時を記入すること。 

  (5) 物質の区分及び物質名 

    事故の発端となった物質で、欄中、該当するものの記号を○で囲み、物質の化

学名を記入すること。なお、当該物質が消防法（昭和 23 年法律第 186 号）で定め

る危険物である場合には、危険物の類別及び品名について記入すること。 

  (6) 施設の区分 

    欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。 

  (7) 施設の概要 

        「○○と××を原料とし、触媒を用いて＊＊製品を作る△△製造装置」のよう

に記入すること。なお、当該施設が危険物施設である場合には、危険物施設の区

分（製造所等の別）についても記入すること。 

  (8) 事故の概要 

    事故発生に至る経緯、態様、被害の状況等を記入すること。 

  (9) 消防防災活動状況及び救急救助活動状況 

    防災本部、消防機関及び自衛防災組織等の活動状況並びに都道府県又は市町村

の応急対策の状況を記入すること。また、他の消防機関等への応援要請及び消防

機関等による応援活動の状況についても記入すること。 

  (10) 災害対策本部等の設置状況 

      当該事故に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、

事故対策本部等を設置した場合には、その設置及び解散の日時について記入する

こと。 

   (11) その他参考事項 

      以上のほか、特記すべき事項があれば、記入すること。 

      （例） 

       ・自衛隊の派遣要請、出動状況 

   (12) 原子力災害等の場合 

      ア 原子力災害等が発生するおそれがある場合には、「発生」を「発生のおそれ」

に読み替えること。 

      イ 原子力災害等による死傷者については、「負傷者」を「負傷者」、「被ばく者」、

「汚染者」に区分して記入すること。 

      ウ その他参考事項として、付近住民の避難、屋内避難及び安定ヨウ素剤服用の

状況を記入するとともに、地域防災計画に「原子力発電所異常事態通報様式」

等が定められている場合には、当該通報の内容を併せて報告すること。 

 

 ＜救急・救助事故等即報＞ 

 ３ 第３号様式（救急・救助事故等） 



- 184 -

(1)  事故災害種別 

     「事故災害種別」の欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。 

(2)  事故等の概要 

      「事故等の概要」は、発生した事故等の種別、概略、経過等を記入すること。 

   (3)  死傷者等 

      ア 「負傷者等」には、急病人等を含む。 

      イ 「不明」とは、行方不明等所在が判明しないものをいう。 

   (4)  救助活動の要否 

      救助活動を要する又は要した事故であるか否かを記入すること。 

   (5)  要救護者数（見込） 

        救助する必要がある者（行方不明者あるいは救助の要否が不明の者を含む。）

で、未だ救助されていない者の数を記入すること。 

       また、「救助人員」は、報告時点で救助が完了した者の数を記入すること。 

   (6)  消防・救急・救助活動状況 

       出動した消防隊、救急隊、救助隊等（応援出動したものを含む。）について、

所属消防本部名、隊の数、人員、出動車両数等を記入するとともに、傷病者の搬

送状況等活動の状況について記入すること。 

   (7)  災害対策本部等の設置状況 

      当該事故に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、

事故対策本部等を設置した場合には、その設置及び解散の日時について記入する

こと。 

   (8)  その他参考事項 

        以上のほか、応急措置等について、特記すべき事項があれば記入すること。 

      （例） 

       ・都道府県、市町村、その他関係機関の活動状況 

     ・避難の勧告・指示の状況 

       ・避難所の設置状況 

       ・自衛隊の派遣要請、出動状況 

 

 ＜災害即報＞ 

 ４ 第４号様式 

  1)  第４号様式－その１（災害概況即報） 

       災害の具体的な状況、個別の災害現場の概況等を報告する場合、災害の当初の

段階で被害状況が十分把握できていない場合（例えば、地震時の第一報で、死傷

者の有無、火災、津波の発生の有無等を報告する場合）には、本様式を用いるこ

と。 

      (1) 災害の概況 

       ア 発生場所、発生日時 

           当該災害が発生した具体的地名（地域名）及び日時を記入すること。 

       イ 災害種別概況 
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         （ア） 風水害については、降雨の状況及び河川のはん濫、溢水、崖崩れ、地

すべり、土石流等の概況 

         （イ） 地震については、地震に起因して生ずる火災、津波、液状化、崖崩れ

等の概況 

        （ウ） 雪害については、降雪の状況並びに雪崩、溢水等の概況 

        （エ） 火山噴火については、噴火の状況及び溶岩流、泥流、火山弾、火山灰

等の概況 

        （オ） その他これらに類する災害の概況 

      (2) 被害の状況 

         当該災害により生じた被害の状況について、判明している事項を具体的に記

入すること。その際特に人的被害及び住家の被害に重点を置くこと。 

   (3) 応急対策の状況 

         当該災害に対して、災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策本部等を設

置した場合にはその設置及び解散の日時を記入するとともに、市町村（消防機

関を含む。）及び都道府県が講じた応急対策について記入すること。 

       （例） 

         ・消防、水防、救急・救助等消防機関の活動状況 

        ・避難の勧告・指示の状況 

        ・避難所の設置状況 

        ・他の地方公共団体への応援要請、応援活動の状況 

        ・自衛隊の派遣要請、出動状況 

  2) 第４号様式－その２（被害状況即報） 

    (1) 各被害欄 

     原則として、報告の時点で判明している最新の数値を記入する。ただし、被

害額については、省略することができる。 

     なお、「水道」、「電話」、「電気」及び「ガス」については、それぞれ報告時

点における断水戸数、通話不能回線数、停電戸数及び供給停止戸数を記入する

こと。 

   (2) 災害対策本部等の設置状況 

      当該災害に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、

事故対策本部等を設置した場合には、その設置及び解散の日時について記入す

ること。 

      (3) 災害救助法適用市町村名 

     市町村毎に、適用日時を記入すること。 

   (4) 備考欄 

     備考欄には次の事項を記入すること。 

    ア 災害の発生場所 

        被害を生じた市町村名又は地域名 

    イ 災害の発生日時 

      被害を生じた日時又は期間 
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    ウ 災害の種類、概況 

      台風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波等の種別、災害の経過、今後

の見通し等 

    エ 応急対策の状況 

      市町村（消防機関を含む。）及び都道府県が講じた応急対策について記入

すること。 

       （例） 

        ・消防、水防、救急・救助等消防機関の活動状況 

        ・避難の勧告・指示の状況 

        ・避難所の設置状況 

        ・他の地方公共団体への応援要請、応援活動の状況 

・自衛隊の派遣要請、出動状況 

・災害ボランティアの活動状況 



 

第１号様式（火災）                               第      報 

 

報 告 日 時      

 

年  月  日  時  分 

 

都 道 府 県      

 

 
市 町 村 
（ 消 防 本 部 名 ）      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          消防庁受信者氏名           

 ※ 爆発を除く。 

 
報 告 者 名      

 

 
 
火 災 種 別       

 
１ 建物 ２ 林野 ３ 車両 ４ 船舶 ５ 航空機 ６ その他 

 
出 火 場 所       

 

 
出 火 日 時       
（覚知日時） 

 
    月  日  時  分 
  （  月  日  時  分） 

 
（鎮圧日時） 
鎮 火 日 時       

 
（   月  日  時  分） 
    月  日  時  分 

 
火元の業態・ 
用    途 

  
事 業 所 名       

（代表者氏名）

 

 
出 火 箇 所       

  
出 火 原 因       

 

 
 
 
 
死 傷 者       
 

 
死者（性別・年齢）     人 
 
 
 
 
負傷者 重 症              人 
        中等症              人 
        軽 症              人 

 
 
 
 
死者の生じた 
理    由 

 

 
 
建物の概要       

 
構造               建築面積 
 
階層               延べ面積 

 
 
 
焼 損 程 度       
 

 
 
焼損 
 
棟数 

 
全 焼  棟 
半 焼    棟 
                計   棟 
部分焼    棟     
ぼ や    棟 

 
 
 
焼 損 面 積       

 
 
建物焼損床面積                ㎡ 
 
建物焼損表面積                ㎡ 
  林野焼損面積                ａ 

 
り災世帯数       

  
気 象 状 況       

 

 
 
消防活動状況 

 
消防本部（署）        台      人 
消 防 団                        台      人 
そ の 他                                      人 

 
 
救急・救助       
活 動 状 況       

 
 
 
 

 
災 害 対 策 本 部 等       
の 設 置 状 況       

 
 

（注）第一報については、原則として、覚知後 30 分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記載して報告すること。

（確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨（「未確認」等）を記入して報告すれば足り

 
その他参考事項 
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第２号様式（特定の事故）                            第      報 

 

報 告 日 時      
 

年  月  日  時  分 

 

都 道 府 県      
 

 
市 町 村 
（ 消 防 本 部 名 ）      

 

 

 

          １ 石油ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ等特別防災区域内の事故 

          ２ 危険物等に係る事故 

 事故名 

      ３ 原子力施設等に係る事故  

          ４ その他特定の事故 

 

 

                  消防庁受信者氏名          

 

 

報 告 者 名      
 

 

 
事 故 種 別       

 
１ 火災 ２ 爆発 ３ 漏えい ４ その他（    ） 

 
発 生 場 所       

 

 
 
事 業 所 名       

 
 
 

 
 
特別防災区域 

 
    レイアウト第一種、第一種、 
                               
    第二種、その他             

 
発 見 日 時       

 
        月  日  時  分 

 
 
発 生 日 時       
 
（覚知日時） 

 
 
    月  日  時  分 
 
  （  月  日  時  分） 

 
鎮 火 日 時       
 
（処理完了） 

 
 
    月  日  時  分 

 
消防覚知方法 

  
気 象 状 況       

 

 
 
物質の区分       

 
1 危険物 2 指定可燃物 3 高圧ガス 4 可燃性ガス  
 
5 毒劇物 6 RI等       7 その他（       ） 

 
 
物 質 名 

 

 
施設の区分       

 
1 危険物施設 2 高危混在施設 3 高圧ガス施設 4 その他（        ）         

 
 
施設の概要       

 
 
 

 
危険物施設       
 
の 区 分       

 

 
事故の概要       

 

 
 
 
死 傷 者       
 

 
 
死者（性別・年齢）     人 
 

 
負傷者等        人（    人)

    重 症            人（    人)

      中等症            人（    人)
 
      軽 症            人（    人)

 
出 場 機 関         

 
出 場 人 員        

 
出 場 資 機 材        

 
自衛防災組織 

 
           人 

 

 
共同防災組織 

 
            人 

 

 
事 
 
業 
 
所 

 
そ の 他       

 
            人 

 

 
 
消防本部（署）         

 
      台 
 
            人 

 

 
 
消 防 団         

 
            台 
 
            人 

 

 
海 上 保 安 庁         

 
            人 

 

 
 
 
 
 
消 防 防 災       
 
活 動 状 況       
 
及    び 
 
 
救急・救助       
 
 
活 動 状 況       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
自 衛 隊         

 
            人 

 
 

 
 
警戒区域の設定  月 日 時 分 
使用停止命令      月 日 時 分 

 

そ の 他         
 
            人 

 

 
災 害 対 策 本 部 等       
の 設 置 状 況       

 
 

 
その他参考事項 
 
 

（注）第一報については、原則として、覚知後 30 分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記載して報告すること。

（確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨（「未確認」等）を記入して報告すれば足り

ること。） 
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第３号様式（救急・救助事故等）                         第      報 

 
報 告 日 時      

 
年  月  日  時  分 

 
都 道 府 県      

 

 
市 町 村 
（ 消 防 本 部 名 ）      

 

 
 
  
  
 
 
 
 
                  消防庁受信者氏名           

 
報 告 者 名      

 

 

 
事故災害種別 

 
１  救急事故 ２  救助事故 ３  武力攻撃災害 ４ 緊急対処事態 

 

発 生 場 所       

 

 
発 生 日 時       
 
（覚知日時） 

 
    月  日  時  分 
 
  （  月  日  時  分） 

 
 
覚 知 方 法       

 

 
 
 
事故等の概要       
 

 

 
死者（性別・年齢） 
 
 
                      計        人 

 
 
 
死 傷 者 等       
 
  

不明                            人 

 
負傷者等          人（    人）

 
        重 症            人（    人）

          中等症            人（    人）

          軽 症            人（    人）

 
 
 
救 助 活 動 の 要 否       
 

 
 
 
 
 

 
要 救 護 者 数 （ 見 込 ）       

  
救助人員 

 

 
 
 
消 防 ・ 救 急 ・ 救 助       
活 動 状 況       
 

 
 
 
 
 
 

 
災 害 対 策 本 部 等       
の 設 置 状 況       

 

 
その他参考事項 
 

（注）負傷者等欄の(  )書きは、救急隊による搬送人員を内書きで記入すること。 
（注）第一報については、原則として、覚知後 30 分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記載して報告すること。

（確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨（「未確認」等）を記入して報告すれば足り
ること。） 



- 190 -

（その１）第４号様式

報告日時 年 月 日 時 分

（災害概況即報）

都道府県

消防庁受信者氏名 市 町 村
（消防本部名）

報告者名

災害名 （第 報）

発生場所 発生日時 月 日 時 分

災

害

の

概

況

死 者 人 不明 人 全壊 棟 一部破損 棟

死 傷 者 住 家

負 傷 者 人 計 人 半壊 棟 床上浸水 棟

被

害

の

状

況

災害対策本部等の （都道府県） （市町村）

応 設 置 状 況

急

対

策

の

状

況

（注）第一報については、原則として、覚知後30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記載して報告すること。（確認がとれて

いない事項については、確認がとれていない旨（「未確認」等）を記入して報告すれば足りること。）
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（その２）第４号様式

（被害状況即報）

都 道 府 県 区 分 被 害

災 害 名 流 失 ・ 埋 没 ha

田

災 害 名 第 報 冠 水 ha

・

報 告 番 号 流 失 ・ 埋 没 ha

畑

（ 月 日 時現在） そ 冠 水 ha

箇文 教 施 設
所

報 告 者 名
箇病 院
所

箇区 分 被 害 道 路
所

箇死 者 人 橋 り ょ う
所

人
箇行 方 不 明 者 人 河 川
所的

箇被 負 重 傷 人 港 湾
所

害 傷
箇軽 傷 人 砂 防
所者

箇棟 の 清 掃 施 設
所

世 箇全 壊 崖 く ず れ
帯 所

住
箇人 鉄 道 不 通
所

棟 被 害 船 舶 隻

水 道 戸世
帯半 壊

回家 人 電 話
線

棟 電 気 戸

一 部 破 損 ガ ス 戸世
帯

他
箇人 ブ ロ ッ ク 塀 等
所被

棟

世
帯床 上 浸 水

人

世害 棟 り 災 世 帯 数
帯

床 下 浸 水 り 災 者 数 人世
帯

人 火 建 物 件

災

非 公 共 建 物 棟 発 危 険 物 件

住 生

家 そ の 他 棟 そ の 他 件
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区 分 被 害 都

道

公 立 文 教 施 設 千円 府

災等 県

農 林 水 産 業 施 設 千円

害の

公 共 土 木 施 設 千円

対設 市

そ の 他 の 公 共 施 設 千円

策置

小 計 千円 町

本状

公共施設被害市町村数 団体

部況 村

農 業 被 害 千円

そ 林 業 被 害 千円

畜 産 被 害 千円 災

適

水 産 被 害 千円 害用

の 市

商 工 被 害 千円 救町

村

助名

他 法 計 団体

そ の 他 千円 消 防 職 員 出 動 延 人 数 人

被 害 総 額 千円 消 防 団 員 出 動 延 人 数 人

災害発生場所

備 災害発生年月日

災害の種類概況

応急対策の状況

・ 消防、水防、救急・救助等消防機関の活動状況

・ 避難の勧告・指示の状況

・ 避難所の設置状況

・ 他の地方公共団体への応援要請、応援活動の状況

考 ・ 自衛隊の派遣要請、出動状況

・ 災害ボランティアの活動状況

※被害額は省略することができるものとする。



４　福岡県防災･行政情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ回線構成図

八女市
1W 5EL

黒木町
25W 12ELS

立花町
1W 5EL

広川町
10W 5EL

筑後県税
5W 5EL

南筑教育
5W 5EL

八女消防

矢部村
0.1W 5EL

海洋技術
5W 5EL

福岡気象
1W 5EL

NHK福岡
1W 5EL

福岡消防
0.1W 5EL

福岡市
1W 5EL

大牟田市
1W 5EL
高田町
5W 12EL

大牟田消
1W 5EL

柳川市
1W 5EL
大川市
1W 5EL

久留米市
   城島
5W 5EL

大木町
1W 5EL

久留米市
   三潴
5W 5EL

柳川市三橋
1W 5EL

山川町
1W 5EL

柳川市大和
1W 5EL

有明海研
1W 5EL

柳川病院
1W 5EL

柳川消防
1W 5EL

瀬高町
5W 5EL

瀬高消防
5W 5EL

大川消防
1W 5EL

上陽町
1W 5EL

星野村
0.1W 5EL

小郡市
1W 5EL

久留米市
   北野
0.1W 5EL

大刀洗町
1W 5EL

久留米消
1W 5EL

久留商工
0.1W 5ELS

北筑教育
1W 5EL

県南消防
5W 5EL

久留保健
1W 5EL

久留米市
1W 5EL

うきは市
0.1W 5EL

うきは市
  浮羽
1W 5EL

久留米市
  田主丸
1W 5EL

東峰村
小石原
10W 5ELS

把木町
0.1W 5EL

東峰村
0.1W 5EL

前原市
0.1W 5EL
二丈町
5W 5EL

志摩町
5W 8EL

糸島消防
0.1W 5EL

筑紫野市
5W 5EL

春日市
0.1W 5EL

大野城市
1W 5EL

太宰府市
5W 5EL

那珂川町
10W 12ELS

筑太消防
5W 5EL

春大那消
0.1W 5EL

福岡自衛
1W 5EL

航空自衛
0.1W 5EL

瑞梅寺
ダム局

南畑
ダム局

山神･牛頸
ダム局

日向神
ダム局

油木
ダム局

力丸･犬鳴
ダム局

福岡
支部局

合庁局

北九州
支部局

宗像
支部局

火山中継局 大坂山中継局

甘木市
0.1W 5EL

朝倉町
1W 5EL

筑前町三輪
1W 5EL

筑前町
0.1W 5EL

甘木消防
1W 5EL

湯川山中継局

現予

現2

福岡
特認局

10W

現予

現2

現2

飯塚
支部局

飯塚
特認局

25W

現予

現2

八幡
特認局

25W

現予

現2

小倉
合庁局

25W

筑後
特認局

前原支部 那珂支部 大牟田支部 柳川支部 筑後特認 久留米支部 甘木特認 福岡特認 飯塚特認 田川支部 行橋特認 豊前支部 直方支部 宗像支部

前原
支部局

現予

現2
10W

送5EL×2

受5EL×1

3CH共用

現予

現2

現1

那珂
支部局

25W

4CH共用

現予

現2

現2

柳川
支部局

25W

現予現予

現2

現1

久留米
支部局

5W

5W
現予

現2

現1

甘木
支部局

特認局

5W

田川

現予

現2

現1

豊前
支部局

5W

宇美町
1W 5EL

篠栗町
10W 12ELS

志免町
5W 5EL

須恵町
1W 5EL

久山町
25W 12EL

粕屋町
1W 5EL

粕南消防
25W 12ELS

福岡商工
0.1W 5ELS

粕屋保健
0.1W 5EL

福岡教育
0.1W 5EL

博多県税
1W 5EL

日赤福岡
25W 12EL

若宮町
25W 12EL

消防学校
10W 12EL

筑穂町
1W 5ELS

陣屋
ダム局

現予1W

送受共用
5EL×1

添田町
1W 5EL

田川市
1W 5EL

香春町
25W 12ELS

金田町
5W 5EL

糸田町
5W 5EL

川崎町
25W 12ELS

赤池町
10W 12EL

方城町
5W 5EL

大任町
1W 5EL

赤村
25W 12ELS

田川消防
1W 5EL

豊前市
0.1W 5EL

椎田町
1W 5EL

吉富町
10W 8EL

築城町
1W 5EL

上毛町
5W 5EL

上毛町大平
5W 5EL

京築消防
1W 5EL

豊前海研
1W 5EL

京築教育
0.1W 5EL

北九消防
0.1W 5EL

北九州西
   県税
25W 12EL

北九商工
1W 5EL

七管本部
10W 5EL

水巻町
5W 5EL

遠賀町
10W 5EL

中間消防
10W 8EL

遠賀消防
5W 5EL

遠賀保健
1W 5EL

中間市
10W 8EL

岡垣町
1W 5EL

芦屋町
5W 5EL

小竹町
25W 12EL

鞍手町
10W 12EL

宮田町
10W 5EL

直方消防
0.1W 5EL

直鞍消防
10W 12EL

北九教育
1W 5EL

直方市
0.1W 5EL

宗像市
0.1W 5EL

福津市
10W 12ELS

福津市
津屋崎
1W 5ELS

宗像市玄海
1W 5EL

宗像市大島
10W 8EL

宗像消防
0.1W 5EL

古賀市
1W 5EL

粕北消防
1W 5EL

新宮町
5W 5EL

行橋
特認局

行橋
支部局

現予

現2

現1

25W

行橋市
0.1W 5EL

犀川町
10W 5EL

勝山町
1W 5EL

豊津町
1W 5EL

苅田消防
5W 5EL

苅田港務
5W 5EL

行橋消防
0.1W 5EL

苅田町
1W 5EL

飯塚市
0.1W 5EL

山田市
10W 12EL

稲築町
10W 12ELS

碓井町
25W 12ELS

嘉穂町
25W 12ELS

庄内町
10W 8ELS

頴田町
10W 12EL

桂川町
10W 8ELS

穂波町
0.1W 5EL

飯塚消防
1W 5EL

飯塚商工
0.1W 5EL

嘉穂病院
5W 5EL

筑豊教育
0.1W 5EL

現予

現2

現1

直方
支部局

25W

現予

現2

現2

25W

現予

現2

現1

25W

現予

現1
10W

送5EL×1

受5EL×1

八女
支部局

権現山中継局三郡山中継局鷹取山中継局清水山中継局九千部山中継局

受12EL5EL
2方向×1

送12EL5EL
2方向×2

受5EL
2方向×1

送5EL
2方向×2

送8EL3EL
2方向×2

受8EL3EL
2方向×1

送5EL
2方向×2

受5EL
2方向×1

受5EL
2方向×1

送5EL
2方向×3

受8EL5EL
2方向×1

送8EL5EL
2方向×3

受5EL3EL
2方向×1

送5EL3EL
2方向×2

受5EL
2方向×1

送5EL
2方向×2

送受共用
5EL×1

受3EL
2方向×1

送3EL
2方向×2

受12EL3EL
2方向×1

送12EL3EL
2方向×2

受8EL5EL
2方向×1

送8EL5EL
2方向×2

受12EL5EL
2方向×1

送12EL5EL
2方向×2

国土交通省
九千部
中継局

Ａ系 Ｂ系 Ｃ系 Ｄ１系 Ｄ２系 Ｅ１系 Ｅ２系 Ｅ３系 Ｆ１系 Ｆ２系 Ｇ１系 Ｈ２系Ｈ１系Ｇ３系Ｇ２系 Ｈ３系 Ｉ系 Ｊ１系 Ｊ２系 Ｋ系 Ｌ系 Ｎ２系Ｎ１系Ｍ系 Ｏ系Ｎ３系

専用波1

受3EL2EL
2方向×1

送3EL2EL
2方向×3

送受共用
5EL×1

白石山

現110W

送受共用
5EL×1

土師山

現10.1W

送受共用
5EL×1

星野

現10.1W

送受共用
5EL×1

送受共用
12EL×1

城山

現1

送受共用
5EL×1

筑後消防
筑後市
5W 5EL

直方市
0.1W 5EL

：衛星地球局

：単一系局

：既設地球局

：TVRO設置局 局名
送信出力 ｱﾝﾃﾅ種類

：

：

：単一回線(MCA)

：有線回線(単一回線代用)

：有線回線(衛星回線代用)

：多重回線

現予

現1
25W

受12EL5EL
2方向×1

送12EL5EL
2方向×1

防災相互

現110W

3EL

防災相互

現110W

3EL2方向

防災相互

現110W

3EL

現予

現1
5W

送3EL×1

受3EL×1

現予

現2
10W

送8EL×2

受8EL×1

現予

現2

現1

25W

送5EL×2

受5EL×1

現予

現2

大牟田
支部局

10W

ます渕
ダム局

凡例

県庁統制局

現予

現2

現2

25W

現125W 現21W 現21W現15W

送5EL×1

受5EL×1

送5EL×1

受5EL×1

3CH共用

5CH共用

2CH共用

4CH共用 4CH共用

6CH共用

3CH共用

5CH共用

5CH共用

4CH共用

4CH共用 4CH共用

3CH共用

3CH共用

3CH共用

4CH共用

4CH共用

5CH共用

2CH共用

2CH共用 2CH共用

鳴淵
ダム局

2系

現1

10W

全県移動

現1

10W

5EL2方向

1系

2系

現1

10W

全県移動

現1

10W

ﾌ゙ﾗｳﾝ

1系2系

現1

10W

全県移動

現1

10W

3EL2方向

1系2系

現1

10W

全県移動

現1

10W

ﾌ゙ﾗｳﾝ

1系2系

現1

10W

全県移動

現1

10W

ﾌ゙ﾗｳﾝ

1系2系

現1

10W

全県移動

現1

10W

ﾌ゙ﾗｳﾝ

1系2系

現1

10W

全県移動

現1

10W

ﾌ゙ﾗｳﾝ

1系 2系

現1

10W

全県移動

現1

10W

3EL

1系

防災相互

現110W

3EL

25W現予

送受共用
12EL×1

全県1系

現予10W

5EL

現予1W

全県1系

現予10W

3EL2方向

現予5W

広川原

全県移動

現予1W

12ELS

ｱﾌ゚ﾛーﾁ

8ELS

ｱﾌ゚ﾛーﾁ

12ELS

ｱﾌ゚ﾛーﾁ

全県移動

現予5W

8ELS

ｱﾌ゚ﾛーﾁ

：光ｹー ﾌ゙ﾙ回線

全県移動全県移動

受5EL3EL
2方向×1

送5EL3EL
2方向×3

専用波1
共用波2

専用波1
共用波2

専用波1
共用波3

専用波1
共用波4

専用波1
共用波1

専用波1
共用波3

専用波1
共用波3

専用波1
共用波3

専用波1
共用波3

専用波1
共用波3

専用波1
共用波3

専用波1
共用波3

専用波1
共用波1

専用波1
共用波1

専用波1
共用波1

専用波1
共用波2

専用波1
共用波2

専用波1
共用波2

専用波1
共用波2

専用波1
共用波2

専用波1
共用波4

専用波1
共用波4

専用波1
共用波4

専用波1 専用波1
専用波1

専用波1専用波1

専用波1

専用波1
共用波1

専用波1
共用波1

市町村3局
消防　1局
県出先0局
防災機関0局

市町村5局
消防　2局
県出先0局
防災機関2局

市町村2局
消防　1局
県出先0局
防災機関0局

市町村8局
消防　2局
県出先2局
防災機関0局

市町村1局
消防　1局
県出先0局
防災機関0局

市町村1局
消防　0局
県出先0局
防災機関0局

市町村4局
消防　2局
県出先2局
防災機関0局

市町村2局
消防　0局
県出先0局
防災機関0局

市町村4局
消防　2局
県出先3局
防災機関0局

市町村3局
消防　0局
県出先0局
防災機関0局

市町村1局
消防　0局
県出先0局
防災機関0局

市町村2局
消防　0局
県出先0局
防災機関0局

市町村4局
消防　1局
県出先0局
防災機関0局

市町村1局
消防　1局
県出先1局
防災機関2局

市町村6局
消防　1局
県出先4局
防災機関1局

市町村2局
消防　0局
県出先2局
防災機関0局

市町村9局
消防　1局
県出先3局
防災機関0局

市町村9局
消防　1局
県出先0局
防災機関0局

市町村1局
消防　0局
県出先0局
防災機関0局

市町村5局
消防　2局
県出先1局
防災機関0局

市町村6局
消防　1局
県出先2局
防災機関0局

市町村4局
消防　2局
県出先1局
防災機関0局

市町村0局
消防　1局
県出先2局
防災機関0局

市町村3局
消防　2局
県出先1局
防災機関0局

市町村2局
消防　0局
県出先1局
防災機関1局

市町村7局
消防　2局
県出先0局
防災機関0局

専用波1
共用波2

専用波数
共用波数

：全県移動1系ｱﾌ゚ﾛーﾁ回線

：防災相互基地局

：2系移動局

：1系移動局

：多重局

御笠浄化
25W 12EL

1系移動2局
2系移動1局

1系移動2局
2系移動1局

1系移動2局
2系移動1局

1系移動2局
2系移動1局

1系移動2局
2系移動1局

1系移動3局
2系移動1局

1系移動2局
2系移動1局

1系移動2局
2系移動1局

1系移動2局
2系移動1局

1系移動2局
2系移動1局

1系移動2局
2系移動1局

1系移動2局
2系移動1局

1系移動2局
2系移動1局

1系移動2局
2系移動1局

1系移動2局
2系移動1局

：ﾍﾘﾃﾚ受信ｱﾝﾃﾅ

2系

現1

10W

全県移動

現1

10W

ﾌ゙ﾗｳﾝ

1系

局数
統制局

特認,支部局

特認局

支部局

VSAT+MCA局

MCA局

MCA携帯局

2系移動局(携帯)

2系移動局(車載)

1系移動局(携帯)

1系移動局(車載)

：MCA移動局

MCA携帯局3局

2系移動局(車載)5局  2系移動局(携帯)15局
1系移動局(車載)5局  1系移動局(携帯)15局

：移動基地局

：MCA親局 中継局

前進中継局

合庁局

2系移動1局

防災相互移動局

1系基地局

2系基地局

防災相互基地局

VSAT+有線局

特認(VSAT)局

送5EL×2

受5EL×1

甘木

田川

支部局

0.1W

1局

3局

2局

1局

12局

2局

8局

4局

119局

1局

31局

3局

11局

9局

4局

50局

15局

27局

15局

5局

国土交通省
火山
中継局

福智山
ダム局

ダム局 10局

八女支部
1系移動2局
2系移動1局

甘木支部
1系移動2局
2系移動1局

福岡支部
1系移動3局
2系移動1局

飯塚支部
1系移動3局
2系移動1局

行橋支部
1系移動2局
2系移動1局

八幡特認

1系移動2局
2系移動1局

北九州支部

防災相互移動局5局

8602054
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５ 災害拠点病院一覧表

（基幹災害医療センター・地域災害医療センター）

区 分 二 次 医療機関名 病 床 所 在 地 電話 ヘリポートの状況

病院から医療圏名 数 番号 敷地 区分

の距離内外

基幹災害 国立病院九 700 福岡市中央区地 092-852 敷地内 緊急時

医療ｾﾝﾀｰ 州医療ｾﾝﾀｰ 行浜1-8-1 -0700

地域災害 福岡･糸島 済生会福岡 390 福岡市中央区天 092-771 屋 上 非公共

医療ｾﾝﾀｰ 総合病院 神1-3-46 -8151 用

地域災害 福岡･糸島 福岡大学病 915 福岡市城南区七 092-801 敷地内 臨時時

医療ｾﾝﾀｰ 院 隈7-45-1 -1011

地域災害 福岡･糸島 九州大学病 1,275 福岡市東区馬出 092-641 敷地外 公共用 6.5km

医療ｾﾝﾀｰ 粕屋 院 3-1-1 -1151

地域災害 福岡･糸島 福岡赤十字 509 福岡市南区大楠 092-521 敷地外 公共用 5.0km

医療ｾﾝﾀｰ 筑紫 病院 3-1-1 -1211

地域災害 北九州 北九州市立 439 北九州市八幡東 093-662 敷地外 緊急時 1.3km

医療ｾﾝﾀｰ 八幡病院 区西本町4-18-1 -6565

地域災害 北九州 北九州市立 687 北九州市小倉北 093-541 敷地外 緊急時 1.5km

医療ｾﾝﾀｰ 医療ｾﾝﾀｰ 区馬借2-1-1 -1831

地域災害 北九州 健和会大手 653 北九州市小倉北 093-592 敷地外 緊急時 2.0km

医療ｾﾝﾀｰ 町病院 区大手町15-1 -5511

地域災害 北九州 北九州総合 500 北九州市小倉南 093-921 敷地外 公共用 4.5km

医療ｾﾝﾀｰ 京築 病院 区湯川5-10-10 -0560

地域災害 北九州 産業医科大 618 北九州市八幡西 093-603 敷地内 緊急時

医療ｾﾝﾀｰ 宗像 学病院 区医生ヶ丘1-1 -1611

地域災害 久留米 久留米大学 1,263 久留米市旭町67 0942-35 敷地内 非公共

医療ｾﾝﾀｰ 甘木･朝倉 病院 -3311 用

地域災害 久留米 聖マリア病 1,388 久留米市津福本 0942-35 敷地外 非公共 2.5km

医療ｾﾝﾀｰ 八女･筑後 院 町422 -3322 用

地域災害 有明 大牟田市立 400 大牟田市宝坂町 0944-53 敷地外 緊急時 0.3km

医療ｾﾝﾀｰ 総合病院 2-19-1 -1061

地域災害 飯塚 飯塚病院 1,157 飯塚市芳雄町3- 0948-22 敷地外 緊急時 2.0km

医療ｾﾝﾀｰ 直方･鞍手 83 -3800

地域災害 田川 田川市立病 342 田川市大字糒17 0947-44 敷地外 緊急時 2.5km

医療ｾﾝﾀｰ 院 00-2 -2100
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６ 二種感染症指定医療機関一覧表

医 療 機 関 名 住 所 電 話

福岡市立こども病院感染症センター 福岡市中央区唐人町２－５－１ 092-713-3111

北九州市立医療センター 北九州市小倉北区馬借２－１－１ 093-541-1831

久留米大学病院 久留米市旭町６７ 0942-35-3311

田川市立病院 田川市大字糒１７００－２ 0947-44-2100

７ 緊急交通路一覧表

地域 種別 道路名 距離(km) 選定理由 予備路線

福 陸上輸送 九州縦貫自動車 133.6 本州､九州中･南部方面等からの 国道３号

岡 道 緊急輸送

地 国道３号 161.9 本州､九州中･南部方面等からの 九州縦貫

域 緊急輸送 自動車

国道２０２号 67.1 佐賀･長崎方面からの緊急輸送 福岡前原道

海上輸送 国道３号 161.9 博多港(箱崎埠頭)等からの緊急

輸送

市道千鳥橋唐人 3.2 博多港(中央埠頭･箱崎埠頭)等か

線 らの緊急輸送

航空輸送 県道桧原比恵線 7.3 福岡空港等からの緊急輸送 国道３号

国道３号 161.9 陸自福岡駐屯地､航自春日原基地

からの緊急輸送
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地域 種別 道路名 距離(km) 選定理由 予備路線

北 陸上輸送 九州縦貫自動車 133.6 本州､九州中･南部方面等からの 国道３号

九 道 緊急輸送

州 国道３号 161.9 本州､九州中･南部方面等からの 九州縦貫

地 緊急輸送 自動車

域 国道10号 70.4 大分･宮崎方面からの緊急輸送

海上輸送 国道10号 70.4 苅田港､宇島港等からの緊急輸送

国道199号 46.7 小倉港､門司港等からの緊急輸送

航空輸送 国道10号 70.4 北九州空港､航自築城基地等から

の緊急輸送

県道北九州芦屋 8.9 空自芦屋基地からの緊急輸送 国道３号

線

筑 陸上輸送 九州縦貫自動車 133.6 本州､九州中･南部方面等からの 国道３号

後 道 緊急輸送

地 国道３号 161.9 本州､九州中･南部方面等からの 九州縦貫

域 緊急輸送 自動車

九州横断自動車 31.3 大分･長崎方面等からの緊急輸送

道

海上輸送 国道２０９号 26.9 大牟田港､三池港からの緊急輸送

航空輸送 県道藤山国分１ 1.9 陸上自久留米駐屯地からの緊急

丁田線 輸送

国道３号 161.9 陸上小郡駐屯地等からの緊急輸

送

筑 陸上輸送 国道２００号 82.4 本州､九州中･南部方面等からの 国道３号

豊 緊急輸送

地 国道２０１号 79.9 本州､九州中･南部方面等からの 九州縦貫

域 緊急輸送 自動車

海上輸送 国道２０１号 79.9 博多港､苅田港からの緊急輸送

航空輸送 県道飯塚福間線 2.0 陸上自衛隊飯塚駐屯地からの緊

急輸送

※各国道の延長は、バイパスを含む県内延長距離を計上
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８ 主要路線表

道 路 路 線 名 起 点 終 点 延長 備考

種 別 Km

一般国道 ２号 北九州市門司区(県界)～門司区(３号迄) 2.3 2.2

３号 北九州市門司区～八女郡立花町(県界) 130.9 132.3

１０号 小倉北区(３号分岐)～ 吉富町(県界) 55.1 56.7北九州市 築上郡

１９８号 門司港～北九州市門司区 0.6 0.6

１９９号 北九州市門司区～北九州市八幡西区 37.6 33.1

２００号 北九州市八幡西区～筑紫野市 16.1 56.4

２０１号 福岡市博多区～行橋市 64.0 77.3

２０２号 福岡市博多区～糸島郡二丈町 65.1 51.8

２０８号 大牟田市(県界)～大川市(県界) 28.6 28.7

２０９号 大牟田市～久留米市 27.0 26.9

２１０号 久留米市～浮羽郡浮羽町(県界) 36.8 32.7

２１１号 朝倉郡宝珠山村(県界)北九州市八幡西区 41.4 41.3

２６３号 福岡市城南区～福岡市早良区(県界) 20.1 18.6

２６４号 久留米市(県界)～久留米市 2.5 2.5

３２２号 北九州市小倉北区～久留米市 89.5 89.7

３８５号 柳川市～福岡市博多区 36.4 36.1

３８６号 朝倉郡杷木町～筑紫野市 31.1 31.0

３８９号 大牟田市～大牟田市(県界) 4.0

４４２号 八女郡矢部村～大川市 59.5 59.7

４４３号 大川市～山門郡山川町(県界) 16.8 17.0

４９５号 遠賀郡芦屋町～糟屋郡新宮町 44.0

４９６号 行橋市～京都郡犀川町 35.6

５００号 京都郡犀川町～小郡市 56.3

高 速 関門自動車道 門司区(県界)～門司区黒川 7.0

自動車 九州縦貫自動車道 門司区黒川～大牟田市(県界) 126.4

国道 九州横断自動車道 小郡市(県界)～朝倉郡朝倉町 18.7

(３号北九州道路) 門司区黒川～八幡西区市の瀬 25.0

一般国道 (200号北九州直方道路) 八幡西区熊手～八幡西区馬場山 6.8

(201号八木山ﾊﾞｲﾊﾟｽ) 粕屋郡篠栗町～嘉穂郡穂波町 13.4 13.3

主 要 豊前万田線 豊前市～築上郡新吉富村(県界) 8.6 7.9

地方道 豊前耶馬溪線 豊前市～豊前市(県界) 30.5 7.6

大牟田植木線 大牟田市～大牟田市(県界) 7.6 7.5

玉名八女線 八女郡立花町(県界)～八女市 15.6 15.0

大牟田南関線 大牟田市～大牟田市(県界) 5.4 5.4

室下木有木若宮線 鞍手郡鞍手町～宮田町 6.8
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道 路 路 線 名 起 点 終 点 延長 備考

種 別 Km

主 要 玉名立花線 八女郡立花町(県界)～立花町 0.7 0.7

地方道 筑紫野インター線 筑紫野市～筑紫野市 2.2

馬場頓田線 甘木市～甘木市 2.9

南関手鎌線 大牟田市(県界)～大牟田市 6.6 8.7

有毛引野線 北九州市～北九州市 11.4

前原富士線 前原市～前原市(県界) 15.8 15.9

黒木鹿北線 八女郡黒木町～黒木町(県界) 4.1 4.0

鳥栖朝倉線 小郡市～朝倉郡朝倉町 20.7 20.6

佐賀八女線 三潴郡城島町(県界)～八女市 13.6 13.6

吉冨本耶馬溪線 築上郡吉富町～吉富町(県界) 12.4 12.4

久留米基山筑紫野線 久留米市～筑紫野市 8.3 8.3

大牟田川副線 大牟田市～大川市（県界） 28.7 28.6

諸富西島線 大川市(県界)～三潴郡城島町 4.2 4.2

佐賀大川線 大川市(県界)～大川市 0.5 0.5

福岡直方線 福岡市博多区～直方市 40.5 38.5

田川直方線 田川市～直方市 14.1 14.1

久留米柳川線 久留米市～柳川市 18.6 19.4

福岡東環状線 福岡市東区～福岡市博多区 13.7 14.2

門司行橋線 北九州市門司区～行橋市 18.6 33.3

北九州芦屋線 北九州市若松区～遠賀郡芦屋町 60.1 7.8

直方芦屋線 直方市～遠賀郡芦屋町 19.6 19.6

直方行橋線 直方市～行橋市 28.8 25.5

直方宗像線 直方市～宗像市 13.8 13.8

飯塚福間線 飯塚市～宗像郡福間町 27.3 27.3

福岡筑紫野線 福岡市中央区～筑紫野市 19.1 19.0

犀川豊前線 京都郡犀川町～豊前市 64.8 30.0

甘木田主丸線 甘木市～浮羽郡田主丸町 8.6

行橋添田線 行橋市～田川郡添田町 26.1 24.1

筑紫野古賀線 筑紫野市～古賀市 31.5 31.5

小倉停車場線 小倉停車場～北九州市小倉北区 0.2 0.2

小倉港町線 小倉港～ 0.6 0.6

戸畑停車場線 戸畑停車場～北九州市戸畑区 0.4 0.4

苅田港線 苅田港～京都郡苅田町 0.4 0.4

直方停車場線 直方停車場～直方市 0.6 0.6

伊田停車場線 田川伊田停車場～田川市 0.6 0.6

飯塚停車場線 飯塚停車場～飯塚市 0.2 0.2

博多停車場線 博多停車場～福岡市博多区 1.2 1.2
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道 路 路 線 名 起 点 終 点 延長 備考

種 別 Km

主 要 博多港線 博多港～ 0.8 0.8

地方道 福岡空港線 福岡空港～福岡市博多区 3.0 3.0

久留米停車場線 久留米停車場～久留米市 2.0 2.0

久留米城島大川線 久留米市～大川市 17.3 18.2

中間引野線 中間市～北九州市八幡西区 6.0 6.0

大野城二丈線 大野城市～糸島郡二丈町 36.3 36.3

八幡戸畑線 北九州市八幡東区～戸畑区 6.9 6.9

曽根槻田線 北九州市小倉南区～北九州市八幡東区 11.7 13.1

八女香春線 八女市～田川郡香春町 62.3 79.7

久留米筑紫野線 久留米市～筑紫野市 11.8 23.2

福岡志摩前原線 福岡市西区～前原市 34.2 37.2

宮田遠賀線 鞍手郡宮田町～遠賀郡遠賀町 15.4 15.0

福岡早良大野城線 福岡市西区～大野城市 25.1 25.7

浮羽石川内線 浮羽郡浮羽町～八女郡矢部村 20.7 20.3

椎田勝山線 築上郡椎田町～京都郡勝山町 14.8 13.4

志賀島和白線 福岡市東区～福岡市東区 13.5 13.7

飯塚大野城線 飯塚市～大野城市 28.4 28.8

小倉中間線 北九州市小倉南区～中間市 22.0 19.2

北九州小竹線 北九州市八幡東区～鞍手郡小竹町 27.6 29.0

長行田町線 北九州市小倉南区～北九州市小倉北区 19.3 9.1

苅田採銅所線 京都郡苅田町～田川郡香春町 23.1 20.9

筑紫野筑穂線 筑紫野市～嘉穂郡筑穂町 19.2 19.2

桂川下秋月線 嘉穂郡桂川町～甘木市 20.8 20.5

田川桑野線 田川市～嘉穂郡嘉穂町 19.3 19.2

福岡太宰府線 福岡市東区～太宰府市 14.4 14.4

宗像玄海線 宗像市～宗像郡玄海町 12.1 12.1

田主丸黒木線 浮羽郡田主丸町～八女郡黒木町 26.9 29.2

新門司港大里線 新門司港～北九州市門司区 8.6 8.6

黒川白野江東本町線 北九州市門司区～門司区 9.6 10.8

直方水巻線 直方市～遠賀郡水巻町 18.2 18.2

宮田小竹線 鞍手郡宮田町～鞍手郡小竹町 8.8 8.9

若宮玄海線 鞍手郡若宮町～宗像郡玄海町 16.8 14.6

筑紫野大宰府線 筑紫野市～太宰府市 9.8 9.3

筑紫野三輪線 筑紫野市～朝倉郡三輪町 9.2 9.4

添田小石原線 田川郡添田町～朝倉郡小石原村 13.2 14.9

朝倉小石原線 朝倉郡朝倉町～朝倉郡小石原村 18.1 17.8

甘木朝倉田主丸線 浮羽郡田主丸町～朝倉郡朝倉町 17.2 17.6
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道 路 路 線 名 起 点 終 点 延長 備考

種 別 Km

久留米浮羽郡 久留米市～浮羽郡浮羽町 24.2 23.9

久留米立花線 久留米市～八女郡立花町 11.6 11.9

大和城島線 山門郡大和町～三潴郡城島町 15.3 16.4

三潴上陽線 三潴郡三潴町～八女郡上陽町 18.2 18.7

福岡志摩線 福岡市～糸島郡志摩町 13.2

久留米筑後線 久留米市～筑後市 14.2

岡垣宮田線 遠賀郡岡垣町～鞍手郡宮田町 15.6

久留米小郡線 久留米市～小郡市 14.2

瀬高久留米線 山門郡瀬高町～久留米市 14.5

穂波嘉穂線 嘉穂郡穂波町～嘉穂郡嘉穂町 11.4

志免須恵線 粕屋郡志免町～粕屋郡須恵町 7.6

宗像篠栗線 宗像市～粕屋郡篠栗町 34.4

大牟田高田線 大牟田市～三池郡高田町 14.5

高田山川線 三池郡高田町～山門郡山川町 6.3

添田赤池線 田川郡添田町～田川郡赤池町 13.1

八女瀬高線 八女市～山門郡瀬高町 2.2

福間宗像玄海線 宗像郡福間町～宗像市 13.4

仲間宮田線 中間市～鞍手郡宮田町 14.5

大河大木線 大川市～三潴郡大木町 5.8

大日寺潤野飯野線 飯塚市～飯塚市 5.4

浮羽草野久留米線 浮羽郡浮羽町～久留米市 22.2
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９ 危険物質等の種類及び都道府県知事が命ずることのできる措置一覧

※ 下欄の１号、２号、３号は、それぞれ下記に掲げる措置を意味する。

１号 取扱所の全部又は一部の使用の一時停止又は制限

２号 製造、引渡し、貯蔵、移動、運搬又は消費の一時禁止又は制限

３号 所在場所の変更又はその廃棄

※ 下欄の○は、国民保護法第１０３条第３項により当該措置の権限が与えられていることを

意味し、それ以外の記述は、当該措置の権限を与えている既存の個別法を意味する。

物質の種類 区分 措置

１ ２ ３

号 号 号

消防法第二条第七項の危険物 同 消防法第十一条第一項第一号の消防本部 消 ○ ○（

法第九条の四の指定数量以上の 等所在市町村以外の市町村の区域に設置さ 防

ものに限る ） れる製造所、貯蔵所若しくは取扱所（移送 法。

取扱所を除く ）又は移送取扱所（二以上 第。

の都道府県の区域にわたって設置されるも 1 2

の及び一の消防本部等所在市町村の区域の 条

みに設置されるものを除く ）において貯 の。

蔵し、又は取り扱うもの ３

毒物及び劇物取締法（昭和二十 毒物及び劇物取締法第四条第一項の登録を ○ ○ ○

五年法律第三百三号）第二条第 受けた者が取り扱うもの（都道府県知事が

一項の毒物及び同条第二項の劇 当該登録の権限を有する場合）

物（同法第三条第三項の毒物劇 毒物及び劇物取締法第三条の二第一項の特

物営業者、同法第三条の二第一 定毒物研究者又は前条第二号に掲げる物質

項の特定毒物研究者並びに当該 を業務上取り扱う者が取り扱うもの

毒物及び劇物を業務上取り扱う

者が取り扱うものに限る ）。

火薬類取締法（昭和二十五年法 製造業者、販売業者又は消費者に対して、 火薬類取締

律第百四十九号）第二条第一項 製造施設又は火薬庫の全部若しくは一部の 法第４５条

の火薬類 使用を一時停止すべきことを命ずること。

製造業者、販売業者、消費者その他火薬類

、 、 、 、を取り扱う者に対して 製造 販売 貯蔵

運搬、消費又は廃棄を一時禁止し、又は制

限すること。

火薬類の所有者又は占有者に対して、火薬

類の所在場所の変更又はその廃棄を命ずる

こと。

火薬類を廃棄した者に対して、その廃棄し

た火薬類の収去を命ずること。
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物質の種類 区分 措置

１ ２ ３

号 号 号

高圧ガス保安法（昭和二十六年 第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵 高 圧 ガ ス 保

法律第二百四号）第二条の高圧 所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは 安法

ガス（同法第三条第一項各号に 占有者、販売業者若しくは特定高圧ガス消 第３９条

掲げるものを除く ） 費者又は液化石油ガス法第六条の液化石油。

ガス販売事業者若しくは液化石油ガス法第

三十七条の四第三項の充てん事業者に対

し、製造のための施設、第一種貯蔵所、第

二種貯蔵所、販売所又は特定高圧ガスの消

費のための施設の全部又は一部の使用を一

時停止すべきことを命ずること。

第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵

所又は第二種貯蔵所の所有者又は占有者、

販売業者、特定高圧ガス消費者、液化石油

、ガス法第六条 の液化石油ガス販売事業者

液化石油ガス法第三十七条の四第三項の充

てん事業者その他高圧ガスを取り扱う者に

対し、製造、引渡し、貯蔵、移動、消費又

は廃棄を一時禁止し、又は制限すること。

高圧ガス又はこれを充てんした容器の所有

者又は占有者に対し、その廃棄又は所在場

所の変更を命ずること。

薬事法第四十四条第一項の毒薬 厚生労働大臣（薬事法施行令第十五条の四 ○ ○ ○

及び同条第二項の劇薬（同法第 の規定による都道府県知事の処分を受けて

四十六条第一項の薬局開設者等 いる者が所持するもの）

が取り扱うものに限る ）。

備考 １ この措置には、指定行政機関及び地方公共団体が事態対処法第二条第七号の対

処措置の用に供する危険物質等に係る措置を含まないものとする。

２ 自動車、軽車両（原動機付き自転車を含む ）その他による運搬又は火薬類取締。

法第５０条の２第１項の規定の適用を受ける火薬類の消費については、県公安委員

会が命ずることのできる措置である。




